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令和５年 第１回 錦江町議会定例会会議録 

 

令和５年３月１６日（木）午前 10 時 00 分 

錦 江 町 議 会 議 場 

 （開会・開議） 

○笹原議長 皆さん、おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 （日程報告） 

○笹原議長 本日の議事日程は、あらかじめ配布しましたのでご了承願います。 

ただいま、小吉君から３月２日の会議における発言について、会議規則第

64 条の規定によって、個人情報保護や議会の品位を落とす発言の観点から、

お手元に配りました発言取消申出書に記載した部分を取消したいとの申出

がありました。お諮りします。これを許可することにご異議ありませんか。 

 （「なし」と言う者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって小吉君からの発言取消しの申出を許可す

ることに決定しました。 

 日程第１ 一般質問 

○笹原議長 日程第１、一般質問を行います。順番に発言を許します。 

最初に７番、池田君の発言を許します。７番、池田君。 

○７番  

池田議員 

7 番。 

 （7 番 池田議員 質問者席へ登壇） 

○７番  

池田議員 

皆様、改めましておはようございます。お疲れさまです。寒さの厳しい冬

が終わりまして、すっかり春めいてまいりました。心配されたじゃがいもの

霜害もその後回復が見られ、少しはほっとしているところでございます。 

では、早速質問に入りたいと思います。まず、観光行政についてですが、

コロナによる観光客減少が観光行政に暗い影を落としておりましたが、今後

の情勢を予想すれば、徐々に回復傾向に進むものと考えます。錦江町におき

ましては、神川大滝や海岸にあります影絵、田代の花瀬公園、そして、奥花

瀬のニジマス釣り場やそうめん流しの瀬々來樹館などがありますが、より一

層の観光客の呼び込みを図るためには、お客様のニーズに合った観光地を開

発していかなければならないと考えます。そこで、１番目に新しい観光名所

づくりにどのように取り組んでおられるのか、伺います。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 はい、新田町長。 

 （新田町長 登壇） 
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○新田町長 おはようございます。それでは、池田議員のご質問にお答えいたします。

本町の観光地は、花瀬公園一帯や神川大滝、神川海岸周辺が主なものとなっ

ております。質問にございます、観光名所とはその場所の歴史、文化、自然

環境、地域の特徴、地域の協力など様々な要素があってこそのもので、一朝

一夕に創造できることは、困難であろうかというふうに思っております。 

このため、本町の観光に新たな付加価値をつけるため、現在ある観光資源

の魅力や特産品等を生産される方々の横顔等を動画にまとめＳＮＳで発信

し、多くの方々に本町を知っていただけるような取組を現在続けているとこ

ろでございます。以上でございます。 

 （新田町長 降壇） 

○７番  

池田議員 

7 番。 

○笹原議長 ７番、池田君。 

○７番  

池田議員 

今、回答がございましたが、歴史、文化、地域の特徴とかこういうものは

ですね、それを中心にしてやっていくものと考えますが、これまでの歴史を

見るとですね、歴史とか文化、地域の特徴などもやっぱりつくられていくも

のだと考えますので、特にこの地域の特徴というのもですね、その地域に合

ったものを活かしていっていけば、新しい観光地の開発につながるものと考

えます。 

鹿児島のマリンポートにもいっぺんに２隻の観光船が接岸したとの報道

もされました。今後、大型観光船がどんどん戻ってくれば、ここ大隅半島へ

も外国の観光客が訪れるようになるかもしれません。インバウンドの方々が

どのような観光地を求めているのか、調査を重ねながら鹿屋市をはじめ、隣

の南大隅町などと連携をして誘致活動が進めばいいと思います。 

次に、２番目のできるだけ長い期間に観光客を呼び込むために、花瀬グラ

ウンドに規模の大きな藤棚を設け、また花瀬公園内の川の縁に噴水を設け、

夜間のライトアップをするなど住民からの提言も聞かれますが、このような

新しい観光の魅力向上のための取組はできないものか、伺います。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 はい、池田議員が今ご指摘いただきましたご提案でございますけれども、

花瀬に町花である藤、花瀬川の水を利用した噴水の施設整備を行えないかと

いうことでございますが、ご指摘の花瀬旧グラウンドにつきましては、既に

桜の植栽等を行っているところでございます。 

また、残りのスペースにつきましては、イベント等の臨時駐車場や地域の

方々の行事等の開催の場として利用しているところですので、今のところ新
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たな整備を行うことは考えておりません。また、川の水を利用した噴水につ

いては、本当に面白い取組だとは思いますが、花瀬の歴史的な価値、景勝地

としての価値を考えたときに、今の自然のまま景観に手を加えるのはいかが

なものかというふうに考えているところでございます。以上です。 

○７番  

池田議員 

7 番。 

○笹原議長 ７番、池田君。 

○７番  

池田議員 

花瀬グラウンドには今ですね、40 本ぐらいが、何年か、経ったものがきれ

いに碁の目のように植えてあるのを見たところでした。あそこはまた、空い

てる土地もあるので、またこの藤棚も可能性があるのではないかと思います

が、今、答弁の中でありました川の中の噴水は、確かに言われましたように、

付近が島津さんのいろんな歴史がありますので、そういう中には、またこの

新しいものを構造するということは、少しやっぱり考えたほうがいいんじゃ

ないかと今、聞いて分かったとこです。やっぱり、歴史的価値というのがあ

そこの中には含まれていますので、そこもちょっと私も勉強したとこでし

た。 

観光客を長期間呼び寄せる方策としては、色の変化を長期間楽しめるモミ

ジや開花時期をずらせる桜の品種の植栽などが考えられます。噴水のライト

アップなどは相当長い期間に楽しめるということは思ってるんですが、それ

はまたこの川の中じゃなくて、別なところにもしできるようであれば、ひと

つ考えてみてもいかがでしょうか。このように、提言された住民のアイデア

がですね、１つでも新しい観光地として活用をされたらと思っているところ

でございます。 

続きまして、３番目の県が主体として整備した奥花瀬の駐車場だが、その

上にある茶園跡地などについては、今後どのような開発がなされていくの

か、伺いたいと思います。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 池田さんのご質問にお答えいたします。ご指摘のとおり私も現地を確認に

行ってみました。おっしゃるように奥花瀬の瀬々來樹館、ニジマス釣り場付

近にあります駐車場については、県の事業で整備をされ、同年に財産譲渡を

受けまして、本町で管理を行っているところでございます。 

この駐車場整備の構想当初は、現在の駐車場に隣接している広場の整備も

県に要請をしたところでございましたが、結果的に現状のアスファルト舗装

と砂利舗装の臨時駐車場の整備で終了とされたところでございます。議員ご

指摘の駐車場の上にある茶園後等については、民有地でありますことから、
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現在町としては今後の整備をかけていくという予定はないところでござい

ます。以上です。 

○７番  

池田議員 

はい。 

○笹原議長 ７番、池田君。 

○７番  

池田議員 

ここは現在ですね最初はあそこに地元の方から車の通行も多い、観光客も

多いということで、道路に駐車してたわけですね道路の片側に。それとトイ

レも入り口にないということで、駐車場を幾つかとトイレをできないかとい

うことをまず、しながら、奥のほうの茶園団地がまだありますが、そこまで

の開発はできないのかという、そういうほうから始まっていったんですが、

途中はですね、いろいろ私たちももう県のほうが土地を買ってくださって、

ほいで町のほうになって、もうそういう話があと何年か後にぐらいは、何か

こう森とかですね、何かそう公園みたいなのが、できるんじゃないかと地元

の方たちも思っておりましたが、今、現在その構想に向けては、県としても

町としても何も進んでいない状態にあるということですか。確認です。もう

１回。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 今、池田議員おっしゃったように当初、地元の方々の期待にありましたよ

うな全体的な整備というところについては、今のところもう計画はないとい

うところでございます。以上です。 

○７番  

池田議員 

はい、7 番。 

○笹原議長 ７番、池田君。 

○７番  

池田議員 

できないものをやれというのは、失礼なことですが一応ですね、これまで

の私の一般質問に対する答弁の中からですけども、平成 28 年 12 月議会にお

きましては、県の魅力ある観光地づくり事業のにぎわい回廊事業で進めら

れ、駐車場整備、トイレの整備、瀬々來樹館へのバリアフリー化、もみじ公

園整備についても県に提案している状況とあり、また、平成 30 年９月議会

におきましても、施設について大原地区が進めるもみじの里づくり事業と一

体感のある施設整備の要望を県に対して行っているところ。具体的には、紅

葉の植栽による景観づくり、展望デッキ、親水公園、これは水に親しむの親

水という意味ですが、など夏場以外でも集客できる施設整備を続けて要望を

行っていくという回答を一応もらっていました。今、聞きますと、町長さん

も代わられていきますし、担当も変わっていくのでしょうが、現在、ひとつ

も前に進んでいないという状況が分かりました。 
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次にですね、今は、そのように進んでいないということなんですが、平成

の初め頃から、大原地区で取組を続けているもみじの里づくり事業におきま

しては、一応道路沿いに植栽されておりますが、もうひとつ何か物足りない

なという観光客や地元の方たちもですが、どこかまとまったもみじの公園で

もあれば、との希望があり、県への要望もなされたところでした。それが現

在、前に進んでいない状況が分かりましたが、今後もですね、県への要望を

続けていってもらいたいと思いますが、何とか要望などを続けていく考えは

ございませんか、お伺いします。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 確かに大原地区のもみじの里づくりについては地域の方々が、害虫対策で

ありましたりとか、除草でありましたりとか一生懸命していただいていると

いうことは私も拝見したり、お聞きしたりしているところです。もみじを起

点とした形での観光地づくりをもう少し力を入れていきたいという住民の

方々のご要望であればですね、それなりのまたことも進めていかないといけ

ませんが、やはり、池田議員もご存じのとおり、最近大原地区を取り巻く環

境としては、森林伐採が非常に進んでおりまして、環境云々、片や環境を破

壊するような行為が行われている中で、観光客の方々をお迎え入れするよう

なですね、新しい施策というのは、どちらかにやはりまずは、傾注する必要

があるんだろうなと。あと、その観光的なことに考えますと、昨年大原地区

の若い方々が、校舎等を使って動きを見せていただいておりますので、そう

いったところはしっかりと支援して支えていきながらですね、まずはその大

原地区の生活環境をどういうふうに守っていくのかというところがまず優

先かなというふうに思っております。 

したがって、全く観光地づくりを私のほうで諦めているというわけではご

ざいませんが、この地域にとってこの地域が存続させるためによって、どう

いうことが最優先の課題なのかというのを見極めながらですね、そこは政策

を打っていく必要があるかなというふうに思っております。以上です。 

○７番  

池田議員 

はい。 

○笹原議長 ７番、池田君。 

○７番  

池田議員 

生活環境は、やはり第１番ではございますが、やっぱりニジマス釣り場、

それやら瀬々來樹館がありますので、そこへの観光客誘致のためにもうひと

つ何か欲しいなという考えでございました。錦江町にですね、長い期間、観

光客が訪れるよう、みんなのアイデアを寄せ合って、良い観光行政が行われ

ることを望みましてこの質問は終わりたいと思います。 
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続きまして、温泉券についてを質問したいと思います。質問をするに当た

りですね、隣の南大隅町の町民健康課に伺いまして、幾つかの調査を行って

まいりました。 

まず南大隅町では、温泉券の１番上の冊子の表紙の１枚だけに氏名のみが

記載されておりました。錦江町におきましては、令和４年の４月から住所、

氏名、生年月日の記載がなされており、住民からの不満の声を反映するため

に一般質問をされた先輩議員もおられたところでございます。その後も、生

年月日などの記載に不快の念を持っておられる方々から、度々何とかならな

いのかとの問合せがあるところでございます。 

このようなことから、個人情報の観点から温泉券への氏名や生年月日の記

載を削除する考えはないのか、伺います。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 それでは、池田議員のご質問にお答えいたします。温泉施設利用助成事業

については町内の 60 歳以上の方の健康増進を図るために実施しておるとこ

ろでございまして今年度、事業所が本人確認ができるように、また、利用者

に記載の負担がかからないようにするため、保養所利用券、はり・きゅう等

施設利用券、福祉タクシー利用券の様式を統一し、氏名、住所、生年月日を

あらかじめ記載する形に改善したところでございます。 

しかし、個人情報の保護につきましては、業務委託契約の中で、個人情報

の取扱いを適正に行っていただくための個人情報取扱い特記事項等を設け

ておりますところでありまして、町が委託契約を行っている保養所のみで利

用できるものであることから、個人情報保護法に触れることや情報の漏えい

があることはないものと考えております。 

ただし、昨年６月議会でも同様のご質問をいただき、また、私のほうにも

直接そういった訴えがあったというのも事実でございます。不安を感じてい

らっしゃる町民の方々がいらっしゃるということも、実態でございますの

で、保養所利用券、はり・きゅう等施設利用券、福祉タクシー利用券につき

ましては、来月４月からですね、本人確認が可能な氏名と住所のみの記載に

変えさしていただく形で、今、準備を進めさせているところでございます。

以上でございます。 

○７番  

池田議員 

7 番。 

○笹原議長 ７番、池田君。 

○７番  ひとつ、ちょっと今の回答の中に氏名とあと何でしたかね。住所。はい。
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池田議員 前回の温泉券に関する回答の中にはですね、住民の方々が自分で名前を記載

することはなく、俊敏にそのまま交付できる利便性の向上を考えて準備し

た。また、枚数は 15 枚を維持したいとあり、個人情報かれこれは住民の皆

さんが気になるということであれば、別の対応方法があるのであれば、検討

はしていくという回答でございました。 

今、回答がありましたので、もし全然、これが変更がなかったら、まだこ

ういうのがあったんですが、この前回はですね、そういう苦情とか要望とか

そういうのは、先輩議員の質問に対しては、何も来ていないとの回答がなさ

れたようでしたが、その後、介護福祉課などへは、温泉券に関する要望など

何も来ておりませんか。何かありましたか。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 はい、新田町長。 

○新田町長 まず、担当課にもですね、それなりに要望はあったかと思います。詳細は

担当課長に答弁させますが、私のほうにも直接ございました。住民の方々か

ら、あんまりやらせんか、というようなご意見です。ただ、先ほど繰り返し

申しますように私どもはこれはあくまでも健康増進のために使っているも

のであること。それからタクシーチケット等には、必ず自分で氏名を記載し

ていただかないといけなかったこと、そういったところは煩わしいというこ

とを感じられる方も半面いらっしゃるというような現実がございました。 

それから、やはり効率的に業務を進めるためには、形式等を同じに統一して

いくということも事務効率化の１つでございましたので、そういった様式を

統一しなさいという指示をしたところでございました。その点は、くれぐれ

もご理解いただければと思います。担当課に寄せられた意見等がございまし

たら、介護福祉課長のほうに答弁させます。 

○笹貫介護

福祉課長 

はい。 

○笹原議長 介護福祉課長。 

○笹貫介護

福祉課長 

池田議員のご質問にお答えします。介護福祉課にも昨年の６月議会以降、

電話で数件。窓口では１件、直接来られてる方は１件、電話で数件あってそ

の中身はやはり、議員がおっしゃるようにそこまで記載せないかんのかって

いうところでございましたけど、今、町長の答弁にもありましたように、一

応そういうところを踏まえて、課内で検討いたしまして、氏名、住所のみっ

ていう形で今進めているところでございます。以上です。 

○７番  

池田議員 

７番。 

○笹原議長 ７番、池田君。 
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○７番  

池田議員 

次の質問をする前に枚数は、このまま 15 枚ということですかね。何か、

枚数の増加もありますか。これから。一応、伺います。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 はい、保養券の利用枚数等についてですけれども現在、町内を限定してい

る利用券を５枚、それから町外で利用できる利用券を 10 枚、計 15 枚をお渡

ししているところでございます。近隣の町の交付枚数等については、要件な

どが本町と異なっているところもございますので、近隣等を加味してうちの

枚数を増やすことを今の段階では考えていないところでございます。 

○７番  

池田議員 

７番。 

○笹原議長 ７番。池田君。 

○７番  

池田議員 

一応今の回答を考えながら、続きまして、南大隅町は、３月１日現在で人

口は 6,342 人、高齢化率は 50.66、錦江町は人口 6,577 人で高齢化率は 46.79

と聞いております。本町とほぼ似たような自治体となっているところです。

温泉券の発行枚数につきましては、国民保険、社会保険とに色別に分てあり

ますが、20 歳から 64 歳までが 30 枚。65 歳から 74 歳までが 40 枚。令和４

年度からは、75 歳以上が 50 枚となっているようです。錦江町では、それま

で２０枚だった券が、平成 29 年の４月から 60 歳以上で、町内で使える券５

枚とネッピー館など町外で使える10枚で、合わせて15枚となっております。

本町の住民から、このことにつきまして、いろんなご意見や要望が聞かれて

いるところです。このようなことから、温泉券の枚数を近隣の自治体と合わ

せる考えはないか、もう１回伺いたいと思います。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 池田議員のご質問にお答えいたします。まず先ほど申し上げましたよう

に、私どもの実態としましては、町内５枚と町外 10 枚というようなところ

でございます。それから、南大隅町さんの件についても、議員ご指摘のとお

りかというふうに思います。ただ、今後、交付率につきましてもですね、利

用率、交付率がやはりどんどん進んでいくのであればですね、そういったと

ころも枚数を増やすことも検討することも１つかなと思いますが、なかな

か、交付率等が上がっていかないということと、それから利用の実績等を見

ましたときにですね、主な利用施設というのが、お隣のご存じの温泉施設で

ございます。先ほど申し上げるように目的が健康増進ではあるものの、私ど

もの財源によってですね、維持されるものであるものが、町内の消費のほう

に回っていくのであればですね、それは当然のごとく、地域振興でもござい
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ますので、そういったところは考えていかないといけないのかなと思います

が、現状からしますと、非常に厳しい状況でもございますので、そういった

状況を見ながらですね、今後、検討をしてまいりたいというような状況でご

ざいます。以上です。 

○７番  

池田議員 

はい、7 番。 

○笹原議長 ７番、池田君。 

○７番  

池田議員 

あと２点ほど少し聞きたいと思いますが、予算を考えるときの１つにです

ね、隣の町の動向も考慮しながら、近隣の住民同士が不平不満がないような、

政策が必要だと私は考えております。自分たちのこの錦江町内ばかりを考え

ずにですね、そうしてこの内だけで物事を決めていくのではなく、広い気持

ちで、南隅は一緒という気持ちでですね、温泉券の発行についても、福祉に

関する課同士ですり合わせをするなどの必要があると思います。このことに

つきましては、どのようにお考えか伺います。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 はい、お隣同士でございますし、経済も社会もほぼほぼ同一の圏内という

ことを鑑みますと、住民さんの中からお隣ができなぜうちはできないのかと

いうのが出てくるのは至極当然のことかと思います。ただ、こういった近隣

の中でですね、施策のじゅうちょうによっては、私どものほうが充実してい

る施策もございますので、その１面だけをとって平等ではない、私どもが不

利益を被っているというお話には、なかなか繋がりにくいのではないかなと

私は思っております。 

今回の福祉のこの保養券だけではなく、私どもが今、実証実験を進めてお

りますマイナンバーカード活用のあいのりタクシーについても、今、利用者

登録も増えてき出しております。ドアツードアでですね、そういった今まで

外出がしにくかった方々を安否確認しながら出ていただくというようなサ

ービスも始めているわけですので、それは逆に言うとお隣さんよりも強力に

進めている部分でございますので、断片的な部分でのお話からしますとです

ね、平等性とか公平性とかというのは、お気持ちは理解はできますが、私ど

もが投資する場所が、そういったところに今集中しているということでご理

解いただきたいと思います。 

○７番  

池田議員 

はい、7 番。 

○笹原議長 ７番、池田君。 

○７番  もうひとつ、質問がありますが、その後はちょっと私の思いを述べさせて
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池田議員 もらいたいと思います。 

住民サービスをするに当たっては、財源が１番気になるところでございま

すが、温泉券発行の財源につきましては、ふるさと納税の中の使い道の中の

ですね、高齢者に対する事項により活用はできないのか、伺いたいと思いま

す。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 ひとつのご提案といいますか、解釈方法としてはないわけではないと思い

ます。ただ、先ほど来申し上げるように、今、町として高齢者の施策として

は、あいのりタクシー、移動手段の確保というのが最優先課題でございます

ので、そういったところにふるさと納税は、いただいたお金を投入して行っ

ている状況でございます。 

それから、予算委員会の中でも申し述べさせていただきましたけれども、

高齢者の方々の安否確認のためのライト設置等を社協を通じて今年から実

証実験をスタートするところでございます。やはり、お金の使い方等につい

てはですね、今の段階では私どもは、これまでのやり方をそのまま続けてい

きたいというふうに思っているところです。 

○７番  

池田議員 

はい、７番。 

○笹原議長 ７番、池田君。 

○７番  

池田議員 

我々は一応住民からの声を聞きまして、こうしていろんな調査をしながら

また一般質問とかさせていただいているんですが、最後に私の今回のこの質

問するにあたってのですね、考え方とか思いを述べさせて終わらしてもらい

たいと思いますが、特にですね、大根占と根占は昔からの繋がりがありまし

て、お互いの交流が盛んで、友達同士車に乗ったり、ネッピー館の温泉の利

用が多かったりしますと、どうしてもですね、隣同士に生活しておりますと、

お互いの情報が耳に入りまして、やはりプレミアム券は何枚だとか、温泉券

は何枚だとなるわけでして、そこに両町に差があればですね、すなわちやっ

ぱり住民としてはその生活のしづらさに当てはまると私は思うんですよ。 

今回の施政方針には、全ての町民の皆様が心身ともに健康でいきいきと暮ら

せるように、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な支援対策に取り組み、

町民が自ら積極的に心と体の健康づくりに取り組めるよう支援してまいり

ます。と謳ってあります。心と体が良い状態にあることが健康だと思います。

まず、心の健康も大事なことですので、取り除くことが可能性のあるものは

ですね、嫌なものはできるだけなくしていくことが私が求められると思いま

す。私は行政の方々から、いつも見ていると、少ない限られた予算の中で、
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一生懸命に町の経済を考えながらですね、日々努力されていることは、もう

十分理解しているところでございますが、しかしながら、堅実ばかりではで

すね、住民の中にやっぱりこう息苦しさを感じてしまう方々も多いと思いま

す。ここ数年はコロナによって、行動も制限され、重苦しい生活を強いられ

てきました。高齢者にとっても、錦江町に来てよかった、住んでいる場所が

錦江町でよかったという感情が本当の幸福感だと思います。今、住民にはそ

のような温かみのある行政が求められていると思います。何か検討をしなけ

ればならないときには、一旦立ち止まって、住民の福祉についてはどうすれ

ばいいのか考える、住民の声に耳を傾ける姿勢がですね、求められていると

思います。 

最後に、高齢者の方々がトロピカルガーデンかみかわやネッピー館などの

場にお湯に浸かりながらですね、楽しく会話ができますよう祈念しながら今

回の質問を終わります。 

 （7 番 池田議員 質問者席から降壇） 

○笹原議長 ここでしばらく休憩いたします。５分間休憩いたします。 

 休憩 9：32 

再開 9：37 

○笹原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。次に、１番、久保君の発言を許します。

１番、久保君。 

 （1 番 久保議員 質問者席へ登壇） 

○１番  

久保議員 

おはようございます。先日、中学生の卒業式に参加させていただきました。

教育長はじめ教育課長、各学校の関係者の皆様方、ご尽力の賜物でコロナ禍

を乗り越えて、子どもたちが卒業されて行かれる姿、本当に夢に向かってこ

れから旅立つというところで生徒の皆様の感動した決意あふれた面持ち、私

も非常に感動を覚えたところでございまして、もう大変昔にはなりますが、

あの時の決意がまた新たに芽生えて、そういった子どもたちの未来のために

頑張っていこうとそういったですね決意をしたようなところでございまし

た。そのような観点から今回、地域の将来に関する質問に関して、３点ほど

させていただきたく考えております。 

それでは通告に従いまして、質問を始めさしていただきます。まず、１点

目でございます。風力発電事業に関してというところでございますが、昨年

の 12 月議会に引き続きの質問というところでございます。 

皆様ご承知のとおり、田代大原地区で大手再生可能エネルギー事業者によ

る六郎館岳風力発電事業が計画されております。昨年 12 月議会では、事業

者による本町への説明というところで 2022 年の６月に行われたというふう

な答弁がなされたかと記憶しておりますが、私どものほうで事業者の皆さん
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に直接ヒアリングをしたところによりますと、2021 年 10 月に、最初に本庁

に訪問いただきまして、事業概要の説明を行ったという旨の回答をいただい

たところでございます。 

実際は、ですねその経緯も含めてどのようなやりとりがあったのか。そう

いったですね、事実関係に関して説明を求めたいと思います。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

 （新田町長 登壇） 

○新田町長 久保議員のご質問にお答えいたします。まず、六郎館岳風力発電事業につ

いての事業者との接触につきましては、令和４年６月に産業建設課が対応

し、企業概要、具体的な事業内容の説明、並びに保安林指定の一部解除に係

る協力要請を受けております。 

令和３年 10 月については、政策企画課が対応し、事業者の挨拶と六郎館

岳の肝付町内エリアにおいて、風強調査を行うためのマストを設置すること

についての説明があったとのことでした。そのため、六郎館岳風力発電事業

に関する事業者からの事業概要についての説明は、令和４年６月が最初であ

るという認識でございます。以上です。 

 （新田町長 降壇） 

○１番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 １番、久保君。 

○１番  

久保議員 

2021 年 10 月に関して、政策企画課のほうが対応されたということで風強

マスト、風強調査がメインの趣旨だったのかなと思うんですが、では、この

ときは本町で風力発電を計画してるという話はなかったという理解でよろ

しいでしょうか。もしそうした場合、風強調査というところなんで当然、本

町に関連するから、多分そのような形で訪問されたのかなと思うんですけど

も、その段階での情報共有といいますか、これまで答弁いただいてるところ

によりますとエネルギー政策に関して、当初政策企画課ではあったんですけ

ども少々事情により産業建設課のほうが所管されているというふうに認識

したんですけど、そういったところの情報共有でありますとか、窓口対応に

関してはどのようになされたのか、重ねてお伺いしたいと思います。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 まず、令和３年の 10 月のことにつきましては、政策企画課のほうに答弁

させます。 

○髙崎政策 はい。 
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企画課長 

○笹原議長 政策企画課長。 

○髙崎政策

企画課長 

久保議員のご質問にお答えいたします。私どものところにいろんな事業者

が電話でありますとか、アポなしで訪問されたりしております。どのような

事業者に対しましても、対応できる範囲で応対をしておるところでございま

す。 

ジャパンリニューアルエナジー社につきましても、訪問される数日前に電

話で面談の申出があり、私がお会いしました。恐らくそのことが、ＪＲE が

言われる 2021 年 10 月に本町に事業概要の説明を行ったということだと思

います。ただ私は、通常の営業と思って対応しておりましたので、事業概要

の説明を受けたという認識はございません。しかし、会話の中で議員がおっ

しゃるような風力発電を計画しているということと、肝付町内が主になる

が、錦江町にもひょっとしたら数基、風車を建てるかもしれないということ。

そのための風強調査を実施するということをお聞きしたところでございま

す。私も初めてそのときに、計画があるということを知ったのは事実でござ

います。しかし、風強調査の結果を見ないと、事業を実施するかどうか分か

らないというようなこともおっしゃいましたので、実現の可能性については

今の時点で分からないのかなというところを感じたところでございます。 

また、面談の最後にエネルギーの政策の担当窓口は、今年の４月から産業

建設課のほうに変わっていますよということをお伝えしてという記憶はご

ざいます。以上です。 

○１番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 １番、久保君。 

○１番  

久保議員 

2021 年 10 月に関しては、あくまでその風強マスト、風強調査がメインだ

ということでご対応いただいたのは承知いたしました。これは何といいます

か、ご批判をしているわけではないんですが、やはりその最初の受付といい

ますか、対応はやっぱちょっと非常に重要でございまして、事業者さんとし

てはもうその 10 月の段階でこの事業概要の説明をしたというにやっぱおっ

しゃっていらっしゃるんですよね。当然、あくまでその可能性調査では入る

んだが可能性によっては、錦江町内での事業実施の可能性があるということ

もこの段階で事業者さんがおっしゃっていたということであれば、多分事業

者さんとしては、もうそういう説明を担当課は違えど役場に対して説明をし

たということは多分、そういうな認識を取られると思いますので。その中で

役場の事情で担当課が変わったということはあくまで役場の事情でござい

ますので、その辺りの引継ぎもですね、やはり同じ町内でございますので、
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しっかりちょっとそういった情報共有をですねしていただいて、政策企画課

にはもう 2021 年に来ましたけれども、産業建設課のほうには、もう翌年で

した。町長へのご説明に対しては 2022 年の６月でありましたっていうのは

対外的には、結局役場内で見たら受付は 2021 年 10 月ってことに事実は変

わりございませんので、ちょっとそういったですね、情報共有はしっかりし

ていただきたいというふうに考えているところでございます。 

経緯に関して承知いたしましたので、２点目に入らせていただきますが、

そのような経緯がございまして昨年の 12 月で、ご説明をいただいたわけで

ございますが、本年の１月 19 日に事業会社の東京本社がございますが、当

方と同僚の久本議員と訪問させていただきました。その折にですね、いろい

ろその会社の概要でありますとか、今後の事業展望に関してご説明いただい

たんですが、詳細はこの会社さんの福岡営業所が、担当されてるというとこ

ろでございまして、翌週のですね１月の 24 日にその担当者の方が来庁をい

ただきまして、私ども議会の有志議員に対して事業概要の説明をいただいた

と、そういったところがございました。そのときにですね、私ども、私を含

めて議員の皆様含めて、初めて具体的なですね、こういった事業の詳細の説

明をいただき今、把握したというところでございました。 

そのような経緯があったというところが、ひとつございますが、昨年の 12

月 16 日の全協、並びに１月４日に開催されました勉強会において、町とし

て、今後ですね、本件に関しましてこの議会との協議でありますとか、住民

説明会を町として行うつもりはないとの、そういった旨の答弁をいただいた

というふうに記憶しておりましたが、やはりですね、先ほどの話にはなるん

ですけども、密な情報共有ってのは非常に重要であるというふうに考えてお

ります。しかもですね、最後の３番目の質問には後ほどまた、ご質問させて

いただくんですけども、この地域の合意でありますとか、あと自治体の意思

ですね、最終的にこの事業を進めるかそれとも進めないのかということに関

しては熟議が必要だと思います。そういった観点で、やはり私も議会はいい

としても特にこの地域のですね、住民の皆様に関しましては、特にその町か

らの何らかのそういったフォローがないと非常にやっぱり不安を覚えると

思います。その観点から、再度お伺いしますが、町としてそういった地域住

民の皆様へのご説明やそういったですね取組をされるのかどうかお伺いし

たいと思います。 

○新田町長  議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 それでは久保議員のご質問にお答えいたします。昨年、12 月 16 日及び今

年の１月４日に事業の経緯及び、町の対応について説明させていただきまし
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た。また、１月 24 日に事業者が議会向けの説明会を開催したとの報告も受

けているところでございます。この風力発電事業につきましては、事業者が

自らの経営判断によって、進めている事業でございます。そのため、事業を

進めていくに当たり、環境影響評価や事業概要について、役場や地域住民に

説明し、理解をうることは事業者の責務でございます。このため、町が主催

して協議の場や住民説明会を行う予定はないという意味で申し上げたとこ

ろでございます。 

しかしながら、町としましては町民の生活や地域経済に対し悪影響を及ぼ

すことがないよう強く求めているところでございますので、必要に応じて

は、協議の場や住民説明会の開催を事業者へ要請してまいりたいと考えてい

るところでございます。以上です。 

○1 番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 １番、久保君。 

○1 番  

久保議員 

おっしゃいますようにやはり事業主体は、事業者でございますので、その

事業者が責任を持ってそういった説明責任を果たすのはもうおっしゃると

おりかと思います。 

ただ一方で、事業がですね何といいますか、この広範囲に長期間にわたっ

て影響を及ぼさないとそういうものであれば、おっしゃるような対応で問題

ないのかなと思うんですが、ちょっといかんせんやはり、かなりの土地の造

成等で場合によっては、今役場がご準備いただいたいろいろな意見書の中で

やはりそういった例えば水源の問題でありますとか、畜産への影響でありま

すとかそういったところでありますとやはりその町のやはり、基幹産業ある

いは、その地域の暮らしっていうとこにですね、やはり甚大な影響を生じる

可能性がゼロではないと、やはり言えるかなと思います。 

そういった中でやはりその事業者が一方的に例えばこの住民説明会であ

りますとか、そういうことをやりましたよと言いますと、逆に言いますと、

事業者としては、そういったアリバイができるわけです。しっかり説明しま

したよと。ただその際に町でありますとか、町民さんから例えば、その説明

をしたと申し上げても一方的に例えば、話したり、文書を配ることでも説明

にはなりますので、そこでやはり町が主催はしなくても、例えばやはり担当

課のご負担をかけますけど、そういった皆様の同席でありますとか、場合に

よってはその地域の代表者あるいは、地域の議員の方とかそういった方々を

やはり町としては、お呼びして、その出席をお願いするというような形で何

らかの地域の関与、あるいはその町の関与というのはそういった説明会の折

にですね、ちょっとしっかりしていただいて、そこでやはりあらゆるご懸念
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点をやっぱり拾い上げないと、後々こういった事業が着手してからっていう

ところの何といいますか、問題があった場合の窓口はやはり役場になります

ので、そこに関してはしっかりリスク回避っていうとちょっと語弊があるか

もしれませんが、そういったですね、対応はしっかりしていく必要があるの

かなというふうに考えているところでございます。 

そのような観点からですね、３点目の質問に入っていくんですけども、結

局私ども議会に対して説明いただいたときの質疑の中で、やはりその事業費

がですね、200 億の規模になるというふうなところでお話をいただいている

ところでございます。やはりですね、このような巨額投資ってのは、町内に

おいてもそれこそ大隅縦貫道レベルの巨額事業でございまして、この規模に

なりますと、必ずですね地域に影響を及ぼしてまいります。 

そういった観点から、地域住民の皆様のですね、合意なくしてはやはり進

めてはならないというふうに考えているところでございまして、余談ではご

ざいますが、前職でコンサルをしてるときにですねやはり他のこういった同

等事業でありますとか、洋上風力でありますとか、ちょうどそういった観点

でですね全国の各自治体を回らせていただいたこともあったんですが、やは

りこの地域住民の皆様の合意っていうのを本当に自治体がやはり責任を持

って集約していただかないと、いざ始まってしまうとですねもう何もやはり

できなくなるということにございますので、そういった観点からですねやは

りこの地域の皆様の合意はもうかなり重要なものだというふうに考えてお

ります。 

また一方ですね、担当職員の担当課の皆様もですね、ちょっとこのような

巨大事業というところでどのように対応していいのかと、前例もないという

ところもございますので、大変ご苦労されているというふうにお伺いしてお

りますし、一方この事業者としてもですね、やはり担当課の問題もございま

すが、やはり率直に言いますと事業者としても、もう少しですね突っ込んだ

話をしたいというふうなとこも伺っております。今、いろいろ検討を進めて

らっしゃるみたいではございますが、なかなかその地域の声であるとか、そ

ういったところがちょっと聞こえてこないというところがあってですね、ち

ょっとそういったコミュニケーションに戸惑ってるというふうなちょっと

ことも伺っております。もちろん、その地域住民の皆様は４月にですね、住

民説明会が開催される予定のお話いただいてるんですが、これまでやはり２

年近く、この風力事業に関して知る機会がなくて、地域のですね有志議員の

方が独自に資料を配って説明に赴いているというふうな状況でございます。 

そのようなところでございますが、私のほうもですね、2021 年の６月の

段階からですが、やはりこういった本町のみならず地域の自治体これから、
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やはり脱炭素の流れというのもございますが、こういった再エネのポテンシ

ャルは非常に高く、こういったですね再エネ事業が今後も展開される可能性

は、非常に高いというふうに考えております。今後５年、10 年じゃなくて、

恐らく今後数 10 年にわたりこういった動きは継続していくものと考えられ

ますが、そのような観点からですね、本町はこれまで一次産業が主体という

ところでございましたが、実態問題としてやはりその一次産業の事業の継続

というのがですね、やはりかなり今厳しい状況になってるっていうふうなと

ころも感じてる次第でございますが、そのような観点からこの再エネ事業と

いうのがですね、今後のやはり町の基幹産業の１つになる可能性は十分にご

ざいます。そのような観点から、役場の対応能力を強化するように、数度ち

ょっと申入れをさせていただいたんですけども、結果それがちょっと今どの

ような形になっていらっしゃるのかということと、あと今回の風力発電事業

はまさに１つかと思いますが、ちょっとこのようなですね再エネ事業が展開

されるというとこに関して、確かに担当課を設けるというのは１つ大きなリ

スクといいますかやはり、なかなか限られた職員様の中で難しいと思うんで

すが、やはりこういった事業が１つ始まるとなれば当然その地域の一次産業

のみならず、例えばその環境でありますとか、場合によっては健康でありま

すとか、町内のあらゆる役場内のですね、課に関連するようなところで情報

共有は必要かなというふうに考えますので、そういったところで今後、どの

ような向き合い方をされるのか、ご説明をお願いしたいと思います。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 それでは、久保議員のご質問にお答えしいたします。先ほどのご質問でも

お答えいたしましたが、風力発電事業につきましては、地域住民の皆さんの

理解を得ることは事業者の責務でございます。ただし、私どもが地域の住民

さんがご不安を抱えているということであるのであれば、それは私どももし

っかりと支援をしていくこともいたしておりますし、実は昨日もですね、私

どものほうから、２月の 21 日に事業者に申入れをし、水源と地域の簡易水

道等の水源、それからブロイラー等の鶏舎等の水源等もあるので、そういう

ところもしっかりと実態調査してくださいねというお話をしまして、昨日、

うちの産業建設課長が同行した上で、そういった水源の場所の調査、それか

ら、説明会等を予定している公民館等への案内等をしたところでございま

す。したがって、事業者の方々が先ほど久保議員おっしゃったように、役場

とのコミュニケーションに戸惑っているとおっしゃってらっしゃるという

ことなのですが、２月の 21 日に私が直接お会いしたときに、そういったお

話でもあればですね、私どもの対応が悪いんだというお話なのであれば、私
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どももできるだけ、当然エネルギー事業は必要なことだと思いますが、まず

は住民の命が大事ですので、そのために必要な要請・要望を行ったところで

あるんですが、その際には、私どものほうにはそういったお話をいただけな

かったというのは非常に残念でございます。ただ、具体的にはどのような内

容で、事業者さんが、苦慮されていらっしゃるのか。そういったのは率直に

ですね、私どもの担当課であります産業建設課にも伝えていただきたいなと

いうふうに思います。久保議員ご指摘のように私ども、こういった環境アセ

スについては経験がございませんので、担当課も担当者もそして私どもも、

手探りの中でそれを進めているところは事実でございます。ただし、あくま

でも住民さんの生活を守るために、そしてエネルギー事業が、目的が環境に

合致するのであればそれが、進めていただくことになるのかなあといったと

ころの観点は思っているところでございます。 

それと、当然詳細なことについてですね個人情報の保護でございましたり

とか、最近の鳥インフルエンザも含めまして、家畜防疫の観点からですね、

事業者さんがご希望されても、対応ができないところがある点は、ご容赦い

ただきたいと思います。なお、当然、事業者さんは、議会の窓口として久保

議員に情報提供を行っているとお聞きしておりますので、議員がお感じにな

ったこと等も産業建設課、担当課のほうにお伝えいただければ光栄に存じま

す。 

それから、再エネ事業に対する役場の対応につきましてですが、まずは本

町に取り組んだ田代支所の木質バイオマス発電施設を安定的に稼働させる

ことが、何よりも大切だと私自身は考えております。また、その他の取組と

しまして、昨年 11 月に福岡市で開催されました、環境省主催の地域脱炭素

実現に向けたマッチングイベントにも町として出展をいたしまして、そこで

意見交換等をさせていただいた事業者さん方が複数来町して、エネルギー政

策担当の産業建設課が窓口となり、事業内容に応じ、それぞれの担当課と一

緒に対応しているところでございます。様々な事業提案を受けている状況で

ございます。各事業の実現可能性の検証は行っていきながらですね、今後も

検討してまいりたいと思います。 

今後このような事業が出てきた場合も同様にですね、再エネ事業は必要な

ことだというふうには理解はしておりますが、先ほど来繰り返しになります

が、住民の生活、経済活動、その他の環境への悪影響がなく、地域と共生で

きるような事業ができるように対応してまいりたいと思っているところで

ございます。以上です。 

○1 番  

久保議員 

はい。 
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○笹原議長 １番、久保君。 

○1 番  

久保議員 

先日、現地調査されたということを私もお伺いしておりまして、本当に産

業建設課の職員の皆様、本当にありがとうございます。そのような形でです

ね、積極的に役場の皆様はお忙しい中対応いただいてるのは非常にありがた

いところであるんですが、やはりその一方本来、やはりしないといけない業

務ある中で、例えばこういう案件が来たからといってその都度、その都度例

えばこういう現地調査とかに行ってらっしゃるとなかなかやっぱり現場の

職員の皆様としてやはりご負担も大きいのかなというところと、今いろいろ

町としてもそういった再エネ事業のＰＲといいますか、そういうご出店もい

ただいてるということでございますが、やはりその事業者が、例えば今後ま

たお越しいただいて、いろいろご提案されると思うんですけど、やはりその

事業者さんとしては、やはりその専門事業者というところで、今担当課の皆

様が今本当にご尽力いただいて、対応いただいてるんですが、やはりちょっ

と何といいますか、特にこれまでこのエネルギーというのはこの地方自治体

においては管轄外だったような事業が当然入ってきたような状況で、やはり

現場のご負担というのは大きいと思います。率直に申し上げて。そのような

観点で、確かに担当課を置いたりとか、チームを置くというのはやはりなか

なか厳しいというのは分かるところはあるんですが、そうは言いつつもやは

り、こういう事業としても、どんどん例えば今回の風力を例にとりますとも

う進んでいきますので、そのような中でですねやはり、そういった対応能力

というところの強化ってのはやはり必須になってくると思います。時間の関

係でこの風力に関してこれで終わりにしますが、今後ですねこの風力は現実

問題として３月に方法書が出るというところで順調にアセスは進んでいき

ますと例えばですけど来年の早い段階で、最終的なその評価書というのが出

てくる段階になると思いますので、それに向けて地域の合意形成も含めて、

最終的に町としてのスタンスですね、これに関しましては、事業者の調査の

進行も踏まえてまた継続的にご質問させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

では、次の２項目めに入ります。廃校利活用に関してというところでござ

います。これも以前、幾度かちょっとご質問させていただいてる関連質問で

あるのですが、現在、神川中学校跡地や宿利原中学校跡地の利活用が進んで

いるというところでございますが、このようなですね、廃校の跡地の利活用

は非常に地域の皆様にとっても、町としても喜ばしいことなのかなと思いま

すが、ちょっと疑問点が１点ございまして、やはり耐震補強というのが１つ

大きな問題になるのかなと思うんですが、確か両校とも閉校になったのが、

平成 17 年か 18 年だったと記憶してるんですけども、そういった耐震補強に
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関しましては、閉校以前に完了なされてたのか、それとも利活用計画が立ち

上がってから補強されたのか、お伺いしたいと思います。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 畑中教育長。 

 （畑中教育長 登壇） 

○畑中 

教育長 

それでは、久保議員のご質問にお答えしますが、まずは先ほどお話にあり

ました、昨日の中学校の卒業式にご参列いただきまして、お祝いのメッセー

ジ等も声かけてくださいましたということに関しまして、感謝申し上げたい

と思います。ありがとうございました。 

それでは、ご回答させていただきます。耐震基準につきましてですけれど

も、昭和 56 年 1981 年１月にですね厳正化されました。昭和 56 年６月１日

が基準日になります。この６月１日以前に建てられた建物は、旧耐震基準と

言います。それから、６月１日以降に建てられたものについては新耐震基準

となりますので、昭和 56 年、1981 年６月１日というのが大きなこの耐震基

準の境目にあるとご認識いただければと思います。 

ご質問の旧神川中学校の校舎ですけれども、昭和 55 年３月に竣工してま

すので、つまり、旧耐震基準による建物になります。このことから、不特定

多数の方や避難弱者等が利用する建設物であれば、耐震基準を実施し、そし

て診断の結果によっては、耐震工事が必要となってきます。現在、MIRAI

創成協議会が当初、使っておりました。その際は、職員のみの活用というこ

とでしたので、耐震診断はしておりません。ただ、その後ですね、施設をサ

テライトオフィスという形に誘致することになりましたことからですね、平

成 30 年、2018 年度に耐震診断を行いました。耐震基準は、その時点で満た

されているという診断結果が出ましたもんですから、耐震工事はしておりま

せん。また、旧宿利原中学校につきましては、昭和 57 年２月に竣工してお

ります。つまり、昭和 56 年の翌年になりますので、新耐震基準による建物

と思います。耐震診断、耐震工事をする必要はないという結論になっており

ます。以上です。 

 （畑中教育長 降壇） 

○1 番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 １番、久保君。 

○1 番  

久保議員 

今ご答弁いただいた内容でよく理解いたしました。この耐震診断というと

ころで、逆に言いますとここで満たされれば補強は必要ないということで、

はい、ありがとうございます。そのような観点で承知いたしました。 
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２項目めに入らせていただきますが、廃校利活用に当たって耐震診断、耐

震補強ということでございますが、では今のこの神川と宿利原に関してはそ

ういった補強というとこがされてないというところで、理解はしたところで

ございますが、一方ほかにもまだ、町内には池田中跡でありますとか、大原

中跡がございますが、察するに恐らくやはりこの昭和 50 年代のやはり建築

なのかなというところで、流れとしてはこういった耐震診断をした後、必要

に応じてそういった耐震補強をするということも可能性があるのかなとは

思うんですが、この文部科学省のみならず厚生労働省、農林水産省等の補助

事業もございますが、補助の充当率がやはり 50％前後のものが多くござい

まして、この 50％は自己資金。町でされる場合は、やはり町からのってい

うところになると思うんですが、そのようなところがございますが、一方、

今挙げさしていただいた２つのまだ利活用が具体的にされてない両校に対

してのこういった利活用計画でございますが、仮ではございますが、こうい

った計画案具体化した場合でございますが、当然その跡地利活用の用途にも

よってくると思いますが、こういった耐震補強の事業主体は町となられるの

か。あるいは事業を計画している事業者がいらっしゃれば、その事業者が事

業主体となってされるのか。そういった観点でお伺いしたいと思います。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 はい、教育長。 

○畑中 

教育長 

それでは久保議員のご質問にお答えいたします。耐震補強につきましてと

いうことですが、先ほども説明いたしましたけれども、昭和 56 年６月１日

以前に建てられたものについては、旧耐震基準による建物でありますことか

ら、不特定多数の方や避難弱者等が利用する大規模な建築物については、ま

ずは耐震診断を行い、必要な診断基準に満たされていなければ、耐震補強工

事をすることになります。ご指摘のとおりです。耐震工事をする際の事業主

体は町なのか利用事業者なのかというご質問かと思いますけれども、工事

は、施設を管理している者が行うことというのが一般的でありますので、町

が工事を行うことになると考えております。 

また、耐震補強工事を実施する際の財源につきましてですが、県の教育委

員会学校施設課に確認をいたしましたところ、廃校になった施設に対して

は、文部科学省の補助事業は使えないというふうにご回答でした。ですので、

100％一般財源による事業になるかと認識しております。以上です。 

○1 番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 １番、久保君。 
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○1 番  

久保議員 

今、答弁いただいたように管理してるやはり町が行うということで、承知

いたしましたが、完全に廃校になって経過したのに関しては、直接は文部科

学省のそういった事業が使えないと承知いたしました。 

であれば、ちょっとまたいろいろまた立付けっていうのはちょっとまた変

わってくると思いますが、そのような中でやはりこの廃校に関しましては、

ほかの先輩議員も数回質問なされてますが、やはり今後やはり地域におい

て、活用がない場合は最終的にやはり取壊しとか、そういったこともなって

くるかと思いますので、利用されてない、両校に関しましては本当にもう閉

校してから、17、18 年経過してるというふうに認識しておりますので、そ

ういった観点で、早いうちにちょっと活用が見込めるようなちょっと計画が

なければ老朽化という問題もあるかと思いますので、そういった観点からで

すね、検討をそういった事業者がいらっしゃれば、ぜひ進めていきたいなと

考えているところでございますが、３点目の質問に移らせていただきます。 

仮の話であるんですけども、今後、今お話にございます旧池田中学校跡で

ありますとか、旧大原中学校跡地の利活用計画が上がってきて、例えばこの

ような事業を校舎ないしグラウンドをしてやりたいというふうなお話が来

た場合は、どのようなプロセスを経て、協議を行っていくのかというところ

で、直接、教育委員会のほうに申入れをして、担当者同士で進めていくのか、

それともやはり地域でそういった協議会なりを開いて進めていかれるのか

どのような進め方があるのか、ご教授いただければと思います。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 教育長。 

○畑中 

教育長 

それでは、お答えいたします。旧池田中学校跡地、それから大原中学校跡

地の利用計画が、民間事業者のほうから上がってきた場合ということで、町

としてはですね、利用団体等から事業内容の説明をまず受けたいと思いま

す。そして、利活用計画等を検討することになると思います。検討にあたっ

てですけれども、居住環境に配慮しつつ、住民サービスの向上や地域の活性

化、地域のコミュニティの増進に寄与することなどを考慮して、是非を判断

する必要があるかと考えております。適正と判断される場合にはですね、ま

ずは校区住民の方への説明と同意をいただいた上で、教育委員会で承認を経

て、議会への説明及び報告。それから、県教育委員会学校施設課への事前協

議、そして文科省への報告、または承認申請をすることとなっています。そ

の後ですね、学校財産ですので、行政財産の教育財産から普通財産への所管

替えを行いまして、財産の貸付契約等の締結になろうかと考えております。

以上です。 
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○1 番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 １番、久保君。 

○1 番  

久保議員 

詳細にご教授いただきました。はい、以前の議会でも少しご紹介させてい

ただいたんですけど、他県ではこういったですね民間事業者による利活用事

業が進んでるというところと、あと先月にはなるんですが、県内のですね、

さつま町の取組だったんですけども視察に行かしていただいて、きららの楽

校という形でですね、視察させていただいたんですけども、ここもですね、

もともと当然廃校だったんですが、廃校になる段階から地域でこういった協

議会を立ち上げて、それこそ昨年、工事が終わって開校してですね、視察に

行かしていただいたんすけど、非常にですね、すばらしい施設になっており

ました。総事業費もですね思ったほどかかっていらっしゃらなくて、まさに

財源に関してはですね、今おっしゃっていただいたように半分は文科省系の

補助が使えたと学校が恐らく継続してる段階から協議に入られたので恐ら

く使えたのかなというところでございますが、残りに関しては一部そういっ

た地域での活用をする施設ということで県からの補助と一部が当然、町の自

主財源というとこでございましたが、すばらしい取組事例がございました。 

そのような観点からですね、こういった廃校利活用してまたその地域の核

となる、そういった場所にまた、再生するというところは、今後県内外で広

がっていくと思いますので、本町においてもですね、ちょっとこういったご

提案があった場合はぜひちょっとこういった検討のほうですね、進めていた

だければというふうに考えております。 

では、最後の３点目の質問に入らせていただきます。医師会立病院の再整

備に関してというところでございますが、先のですね、先月の臨時議会でも

医師会の土地に関して、取得をされ、造成工事が進むというような形でご説

明をいただいたんですが、この医師会に関してですね、もちろん地域にとっ

て核となるそういった入院施設のある病院でございますので、移転に関して

はですね、それに対して何ら異議を申し上げるものではないんですが、ただ

この医師会に係る費用といいますか、予算といいますか、その事業費に関し

てですね、いろいろ事業計画を読んでる中で疑問点が出てきまして、質問さ

せていただくというところでございます。 

まず、１点目でございます。肝属郡医師会立病院再整備計画がございます

が、この中でですねやはりこの事業責任者、そういった財務責任者に関して

の具体的な記述がなかったので、そこに関して、そういった責任者はどのよ

うな形になられてるのかということと、あくまでこの基本計画の中では大ま

かな、整備費用の総額と内訳が示されていたんですが、それに関して今具体
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的な事業に着手するという段階でございますが、今の段階で改めてどのよう

になってらっしゃるのか教えていただきたいということと、あと今回ですね

この基本計画の中でこの医師会、南大隅、錦江町の３者が合同でこの事業を

実施するというふうな旨、記載がされてたんですが、どのような契約といい

ますか、その事業主体の組成がされているのかということで、お伺いしたい

と思います。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 久保議員のご質問にお答えいたします。まず事業責任者、財務責任者等に

ついてですけれども、これまでご説明いたしてきましたとおり、本事業の責

任者は、事業主体である肝属郡医師会でございまして、財務に関しましても、

整備費用の支出を行う肝属郡医師会が責任者となります。ただし、整備費用

に関しては、錦江町、南大隅町の両町が補助金として、交付することとして

いることから、町としては、肝属郡医師会の事業執行に支障のないよう予算

措置を行い、補助金の交付を行うこととしているところでございます。 

続きまして、整備費用についてのご質問でしたけれども、本事業の整備費

用、財源等についてですが、整備費用については、肝属郡医師会立病院再整

備基本計画にお示ししましたとおり、総額 58 億 7 千万円。内訳としまして、

造成費が約１億円、設計監理費が約２億 7 千万円、建設工事費が約 42 億円、

医療機器等が約 10 億円、そして、予備費が約２億 8 千万円となっていると

ころでございます。この整備費用を肝属郡医師会に補助金として、交付する

ことにしておりまして、本町と南大隅町で２分の１ずつ負担しているところ

でございます。補助金の財源につきましては、本町としましては、柱となる

過疎対策事業債に加えまして、令和４年３月に設置をいたしました錦江町肝

属郡医師会立病院再整備基金の創設によってですね、今後、令和６年度を目

標に 15 億程度の基金を積み立てる予定でございまして、本基金を効果的に

活用することによって、住民の皆さんに各種サービスの低下等がないよう、

また不安等が生じないよう、そして、次の世代に大きな負担を残すことがな

いよう、病院整備を行っていきたいというふうに思っているところでござい

ます。 

それから、契約の関係についてですけれども、本事業についてどういうよ

うな契約しているのかということですが、こちらのほうもこれまでもご説明

いたしてきましたとおり、今回の病院再整備に当たりましては、錦江町、南

大隅町、肝属郡医師会の間で、肝属郡医師会病院の再整備及び運営等に関す

る覚書を締結いたしております。本覚書については、令和４年２月 18 日に

開催させていただきました、全員協議会でご説明した後、令和４年６月の２
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日の基本計画の正式決定を受け、令和４年７月 20 日に３者で締結したとこ

ろでございます。 

覚書の内容は、病院の整備に関する各種条件や費用負担、敷地の貸付条件、

運営に関する協議会等の設置などとなっているところでございます。以上で

ございます。 

○1 番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 １番、久保君。 

○1 番  

久保議員 

今、事業費でありますとか覚書に関してご説明いただいたわけでございま

すが、計画上はやはり 58.7 億円というところで、過疎債と基金をこれから

15 億円に積みまして、そこから支出をされるというところで理解をしたと

ころでございますが、そのような中で２点目の質問に入らせていただきたい

んですけども、この基本計画の中でやはり、事業主体、医師会でございます

が、整備にあたりっていうところで、整備費用は原則負担しないというふう

な記述がございます。確かに、なかなか医師会さんとしてその調達が難しか

ったのかなと推察するところでございますが、以前の医師会さんの今の現病

院ですが、そこに関しては恐らく建設に関しては、医師会さんが独自でされ

たのかなというふうに理解はしてるんですけども、なぜこの整備費用に関し

て医師会さんが結局、負担しないというような決定がなされたのか、お伺い

したい点と、あと結局、そのような決議がなされたということなどで、恐ら

く医師会さんではなかなか資金がご用意できなかったのかというふうなと

ころが推察されるわけなんですけども、ただこの建設費、58.7 億円というと

ころあくまでこれまだ計画でございまして、これから実施設計で恐らく正確

な金額は出ていくと思うんですが、昨今のやはり物価上昇、インフレ等の観

点から、やはりちょっと上ぶれる可能性もゼロじゃないのかなというふうに

ちょっと考える次第でございますが、このような観点でやはり公費を投入す

る以上、まずはこの医師会の皆様の徹底した経営改革といいますか、その経

費削減努力ってのがやはり重要になってくるのかなと考えておりまして、な

かなか難しい局面もあるかと思うんですが、例えばの話であるんですが、今、

他の県なりほかの地域での事例で、やはり病院再生機構あるいはそういった

ファンドによる再生とか、そういったいろんな方法あると思うんですが、な

かなか運営の中で難しい場合はそういった観点からこの事業自体の再生を

図るというのがひとつ考え方としてあるのかなというところで、もちろんこ

の 58 億 7 千万の全額とは言わないんですが半額、ないし３分の１、何を申

し上げたいかといいますと、ある程度自力といいますか、努力いただいた上

で資金を調達いただいて、不足する財源に関して、自治体にそういう要望す
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るというふうな流れが、やはりその民間病院ならば、そういった流れっての

がひとつあるのかなというふうなところではございますが、そのようなです

ね具体的な協議がなされたのかということをお伺いしたいと思います。 

重ねまして先月、２月 20 日の臨時議会において、土地開発基金を１億円

取り崩す形で事業予定地を町が取得するというところのご報告をいただい

たんですが、まず先ほどご説明があったんですが、この公費に関してはこの

過疎債と基金で対応するということでございますが、過疎債に関しまして先

日の予算特別委員会で今、発行残高が 27 億というふうにちょっと伺ったと

ころなんですけども、仮にこの町が今後その過疎債を起債した場合、例えば、

この半額の約 30 億円程度を追加で起債ということになると思うんですが、

率直に考えたときに 27 億円にプラスまた 30 億、重なって総額 57 億の過疎

債を発行したというふうになるのかなというふうに考えたときにですね、町

としての財政上のプライマリーバランスといいますか、結局医師会さんの私

立病院でございますので、そこに 30 億仮に拠出した場合、町としてその町

有資産を持たないままこの債務が一方的に膨れ上がる懸念はないのかなと

いうところでお伺いしたいと思います。 

また、一方基金のほうで 15 億積み上げるということですが、その基金、

確かに今、６億から７億だったと記憶しておるんですが、残りのですね、財

源はどこから捻出で積み上げられるのかと後ほど３番目の項目であるんで

すが、恐らく途中で大規模改修でありますとか、場合によっては、シミュレ

ーション上で赤字が出てるというようなところもございますが、ちょっと不

足する財源が出てくる懸念もございますので、そういった観点からこの基金

に関して、15 億積み上げるということですが、万が一、今後そのそういっ

た不測の事態といいますか、突発的な修繕等が必要になったときも同様に基

金からの拠出を想定されているのか、お伺いしたいと思います。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 それでは久保議員のご質問にお答えいたします。まず整備費の負担等につ

いてですけれども、現病院は議員もご存じのように建築後 40 年以上経過し

ておって、老朽化、狭隘化、さらに防災上の問題を抱え、早急な移転建替が

必要となっておりました。肝属郡医師会単独での建替えは現在の経営状況で

は困難ということで平成 30 年１月に両町に対して建替えの要望があったも

のでございます。 

肝属郡医師会では、現病院の建設以来 30 億円を超える借入れと利息 17 億

円を返済しながら、地域の拠点病院として経営を続けて来られました。しか

しながら、人口減少や少子高齢化、医療人材不足、医療制度改革等や近年で
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は、新型コロナウイルス感染症の影響などもございまして、病院経営を取り

巻く環境が厳しい状況でもございまして、現在の経営状況では、新病院の

50 億を超える資金調達は困難というところでございます。このようなこと

から、引き続き両町の住民に安全安心な医療を安定的かつ、継続的に提供す

るため、両町で整備費を負担し、この地区に病院を整備することが必要と考

え、本事業に取り組んでいるところでございます。 

なお、基本計画の中では病院職員一丸となりまして、一層経営改善に取り

組むことの必要性とともに、開院を機に病院の経営状況を定期的に報告・検

証を行う肝属郡医師会立病院運営委員会を両町も参画の上、設置することも

明記しているところでございます。病院の安定経営に向けても、町も一緒に

なって取り組んでいきたいなというふうに考えておるところでございます。 

それから、議員もご心配いただいているように、やはり既存経営をどうい

うふうに整理していくのか、身軽にしていくのかというところのご心配もあ

ろうかと思いますけれども、既に肝属郡医師会立病院では、今年度から新た

に医療経営コンサルタントと契約いたしまして、新病院開院及び運営に向け

た経営改善に取り組むとともに、今後中長期事業、収支計画等を策定する予

定だということを聞いております。病院においても改善に向けた取組みを進

められている状況でございます。 

それから、財源等に不足のことをプライマリーバランスも含めた、今後の

基金造成財源等に関することでございますけれども、肝属郡医師会に交付す

る補助金のうち、大部分を占めますのが実施設計、建設工事費、医療機器等

の購入に関する費用については、過疎対策事業債の適債性があることから、

過疎対策事業債を財源とした予算措置を行って、そのほかの開院支援業務な

ど、適債性がないというものについては、一般財源による予算措置になるも

のと考えております。 

現在、財源不足は生じないものと財政シミュレーションもしているところ

ではございますけれども、さらに、病院再整備基金の活用等も図りながら、

適正に対応していきたいと思います。 

それから、議員もご指摘いただいたように、先の議会初日におきまして、

基金造成についての議決をいただきましたが、今年度末で最終的にはです

ね、あと留保財源等もございますので、大体 10 億ぐらいまでは積んでいけ

るかなというふうな認識でございます。できるだけ早く 15 億積んでいきた

いなというのが、私の考えでございます。過疎対策事業債を 30 年で私ども

償還してまいりますので、そうなりますと 70％が地方交付税として入って

まいります。ところが 30％につきましてはですね、一般財源がどうしても

準備しないといけない。単純に計算しますと、30 億借りたときに９億円は、
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一般財源になるということでございますので、そういったところの将来負担

等も避けるために、再整備基金というのを使って将来に負担を軽減しようと

いうような考え方でございます。以上でございます。 

○1 番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 １番、久保君。 

○1 番  

久保議員 

もうちょっと時間も迫っておりますので、最後の項目に行きたいと思いま

すが、ちょっと今ご説明いただいた通りかとは思いますが、ただ一方でやは

りその一般財源のですねやはり負担もかなり出てくるというところで、今後

のですね、そういったところでの公費負担に関してはちょっとまた、引き続

きそういったご質問させていただきたいと思いますが、３点目でございま

す。今、お話あったとおりなんですが、再整備に関しまして医師会に対して

補助で交付するというようなところでございますが、これに関してですね、

恐らくこの補助の項目を拝見しますとこの整備関係費というふうな恐らく

名称でその補助になるのかなという理解はしておりますが、ここで１点結局

この民間病院でございます公益社団法人といいましても１法人でございま

すので、両町に関して恐らくこの減価償却というところで毎年２億にはなら

ないと思うんですが、両町で相当額をこの補助、結局この償還の 30 年にわ

たってやるということでございますが、これに関して法的根拠は何かという

ことと、あと結局、これは詰まるところ入札やプロポーザルではなくてその

医師会会さんが申請されたら、それに応じて補助を出すという、医師会さん

だけの補助になるのかということを確認したいというところと、あとやはり

額が額でございますので、かなりの巨額補助というところになりますが、そ

の公平性の観点、町内の同業他社さんでありますとか、ほかの事業者さんの

観点から見て問題ないと言えるのかなということでございます。 

先ほども少し申し述べましたようにこの結局今回の事業収支では、大規模修

繕でありますとか、そういった費用が盛り込んでないんですが、年度によっ

てやはり数千万のですね赤字が出るというふうな、シミュレーションも示さ

れているんですが、この場合のそういった費用の補填はどうされるのか。事

業主体が医師会さんということで、まずは医師会さんがそういった、ご対応

されるのかなと思うんですが、やはりなかなか心配されるところでございま

して、この規模の大規模修繕ですから、最低でも数億から数十億かかる可能

性もございますので、今後のそういった巨額費用が必要となった場合の対応

はどうされるのか、また万が一あんまり考えたくはないんですが 20 年、30

年後ということを考えますとやはりこの医師会の皆様の事業継続、万が一そ

ういった解散とした場合のですね、事業継承等どうなるのかお伺いしたいと
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思います。 

○新田町長  議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 それでは、久保議員のご質問にお答えさせていただきます。まず、肝属郡

医師会立病院再整備基本計画については、医療、行政、議会、住民、外部有

識者から成る基本計画策定委員会において取りまとめたものを住民説明会、

それからパブリックコメント等を経て、昨年５月 24 日、両町議会合同の全

員協議会でご了承いただき６月２日に開催した第５回南隅地域における医

療介護の姿検討委員会において協議、承認をいただき正式な基本計画として

決定したものでございます。 

これにより、両町からの財政支援を受けて、肝属郡医師会が事業主体とな

って、令和７年度中の開院を目指し、病院の再整備を行うということが決定

し、肝属郡医師会との覚書を締結を持って事業開始をしたところでございま

す。 

補助金につきましては、基本計画や覚書を踏まえ、町独自の補助金交付要

綱を定めた上で、要綱に基づき交付を行っているところでございまして、法

的根拠に特段の問題があるとは思っておりません。当該補助金につきまして

は、肝属郡医師会に対するものではあるものの病院を整備することによっ

て、両町の住民に安全・安心な医療を安定的かつ継続的に提供するためには、

必要不可欠なものと考えております。議会の皆様もその点をご推察いただい

た上で、本議案等に同意いただいたものと思っております。 

なお、肝属郡医師会に対する補助金の交付は、医師会の整備費用の支払い

に支障のないよう全て令和７年度まで整備期間中に交付するものでござい

まして、新病院の開院後は、医師会に対する運営費等の補助金の交付は発生

しません。町としては、財源と整備費用として財源になった過疎対策事業債

について、町が国に対して償還を行うものということでございます。 

それから、事業収支の赤字についてですけれども、基本計画の事業収支計

画の試算においては、医療機器等の更新等の影響による赤字の年はあるもの

の全体としておおむね安定した経営が可能な試算となっております。なお、

実際に赤字が発生した場合は、肝属郡医師会が対応するものでございます。

肝属郡医師会は、事業運営のための正味財産を退職給与引当金、賞与引当金

等を含み、令和３年度末で 13 億余り保有しており、これまでも医師会は、

この正味財産により運営を続けてきておりますことから、新病院においても

同様に運営していくものと考えております。 

それから、事業断念をした場合にということでございますけれども、万が

一、肝属郡医師会が資金不足等により、事業を断念した場合は両町も協力し
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ながら、代替の運営団体を手配し、病院事業を承継するなど、病院の存続に

最大限努力していただけるものと思っております。なお、病院事業が承継さ

れる場合には、新病院の施設等の財産は、当該運営団体に引き継がれるもの

と認識しております。以上でございます。 

○久保議員 時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。 

 （1 番 久保議員 質問者席から降壇） 

○笹原議長 ここでしばらく休憩いたします。５分間休憩します。 

 休憩 10：38 

再開 10：44 

○笹原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、５番、浪瀨君の発言を許します。５番、浪瀨君。 

○5 番  

浪瀨議員 

はい、５番。 

 （5 番 浪瀨議員 質問者席へ登壇） 

○5 番  

浪瀨議員 

お疲れさまでございます。通告に従いまして、質問をいたします。 

まず最初に、木質バイオマスの熱利用についてでございます。田代支所木

質バイオマスを設置するにあたり、熱利用として田代保健福祉センター内の

入浴施設へお湯の配管工事を行ったが、コロナもあり、未だ使用されており

ません。住民からも望む声がありますが、湯張りをする日数、料金、利用者

数の検討、調査をしていただきたいと思います。 

また、災害避難時、災害停電の場合はですね、お湯を速やかに入れていた

だければと思って質問をするところです。よろしくお願いします。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

 （新田町長 登壇） 

○新田町長 浪瀨議員のご質問にお答えします。現在、田代保健福祉センターの入浴施

設は毎週、月、水、金のサロンで利用されている高齢者の方々に対し、開放

しているところでございます。ただし、コロナ禍の影響で令和２年度以降、

利用されていない状況でございますが、コロナ禍以前の平成 30 年度におき

ましては、年間 41 回、延べ 479 人。令和元年度では、年間 30 回、延べ 228

人が利用をされております。利用されている高齢者は、地区ごとで異なり、

毎週金曜日、１回の利用となっておりました。 

また、木質バイオマス設置後、温水の配管工事を行いましたが、議員ご指

摘のとおり、施設稼働後、令和２年２月でございますけれども、コロナによ

る入浴施設停止時期が重なったことによりまして、いまだ利用していない状

況でございます。 
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今後、入浴施設を一般開放とするといたしますれば、公衆浴場法に基づき、

新たに県の許可を受ける必要もございます。構造施設基準及び環境衛生基準

をクリアすることが１番大切になってまいります。 

また、施設を管理する職員等も必要となることから、ある程度の経費も 

今後また発生するのではないかと懸念しているところでございます。なお、

災害避難時における入浴施設の利用は可能と思われますが、停電時において

は、通常電源からバイオマス発電への切替え作業が必要となりまして、専門

技術者への依頼がどうしても避けることができずにですね、広域的な災害等

の場合には、対応が困難になることも想定されているところでございます。

以上でございます。 

 （新田町長 降壇） 

○5 番  

浪瀨議員 

はい。 

○笹原議長 ５番、浪瀨君。 

○5 番  

浪瀨議員 

町長、いろいろですね、３年間ぐらい使ってなくて、今後、使うというこ

とになれば、いろいろ許可が必要だと言われるのは分かるんですが、今、言

われたようにですね、最大で 479 人の方が使われていたと。たまたま、コロ

ナがあって使わなかったんですが。この 479 人、30 年度で 228 人ですか。

この人たちが使用する入浴のための燃料費、それをバイオマスを設置するこ

とで、その費用が要らなくなるから、それを要らないのを含めたときにバイ

オマス事業は、とんとんに行きますと。これをすることによってですね、何

度か言いますけど、そういうことで議会にも報告があって、その後、本当に

そのくらいかということで、２回目の説明で約 400 万ぐらいの赤字になるで

しょうという説明を受けたと記憶しております。 

だから、400 万っていうのをみんな、林業支援とか、あそこのチップを作

っていらっしゃる協栄さんとか、そういうところのですね支援だから、それ

ならいいんじゃないだろうかということで設置をしたわけですので、できる

ことならばですね、やぱり元に戻して、やっぱバイオマスの熱を利用した金

曜日だけって言われたですかね。多分、金曜日だけじゃなくて、高齢者が来

られるのは、月、水、金で大分減ってきていはおると聞いております。約月

曜日に 10 名、水曜日 10 名、金曜日に 5 名ということでですね、少なくなっ

てきてるから、私はこれも含めて調査をしてくださいという質問をしたとこ

だったんですけれども、許可が取らないといけないどうのこうのは別として

ですよ、本来そういう約束でバイオマスを設置したわけですので、やはり何

曜日かは、それはもうそちらでまた検討されるでしょうけれども、お湯を入

れるのと料金は今まで無料だったわけですから、その辺は必須かなと思うと
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ころなんですが、町長どうですか。 

○新田町長 はい 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 浪瀨議員おっしゃるように、当初の木質バイオマスの整備説明のときに

は、そういったご説明がなされたと私も認識しております。まず、これまで

も木質バイオマス発電については、いろいろご質問をいただいて、ご指摘い

ただいております。80％で何とか稼働していけばというようなところでござ

いますけれども、本年度に至っては 60 数％ということで、少々稼働率が下

がっております。なので、私どもとしてはまずは経費的な云々よりも、この

事業はあくまでもＣＯ₂削減のために、町が先駆的に取り組んだものだと行

政の継続性から考えますときに、これはしっかりと成就させていかないとい

けないという認識ではございます。 

とはいえ、現状としてはそういった稼働率の中でですね、まず、稼働率を

上げていきたいというのが１つと、それから当初、お湯については 60 度ぐ

らいのお湯がいきますので、コロナ禍でなかなかサロンの方々とかが、入浴

をこちらが止めた経緯もございましたので、そういったところは、通常の健

康増進のための入浴には活用していきたいと思っております。ただ、公衆的

にですね、一般公衆向けに、これを広げていくというのには、先ほど申し上

げたような、ハードルがありますねということでございますので、できるだ

け当初の目的のとおりですね、地域の方々にその利益を還元していかないと

いけないなというところは、考えているところでございますので、もう少し

稼働率等については、産業建設課も懸命にやっておりますので、事業者とも

連携しながらですね、上げていって、本当にこれが町の施設として、先駆的

なエネルギー事業でよかったなと思われるようにですね、今後も努力してま

いりたいと思います。以上です。 

○5 番  

浪瀨議員 

はい。 

○笹原議長 ５番、浪瀨君。 

○5 番  

浪瀨議員 

町長、稼働率がですよ、良いときは 80％、60％。これは、機械の故障と

か何とかいろいろあるでしょうから、それはもう私は、稼働率をどうのこう

の言ってるわけじゃなくて、稼働率 60％となるとお湯も沸かないというこ

とでしょうけど、そのときはそのときでもう止まってますから、もうできま

せんということでいいのかなと思うんですが、最終的にですね、町長にお聞

きしたいのは、週３日間のサロンがあるときには、お湯は入れるよと。地域

住民の方からの分は、ちょっと検討させてくださいと。調査をしたり、いろ

いろしますからという回答だということでよろしいんですか。 
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○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 まず、先ほど来、保健福祉センターという施設にある入浴施設ですので、

自家用風呂と一緒でございますので、そこを利用する高齢者の方々はそのま

まお使いいただきたいなというふうに思います。 

ただ、地域の方々への開放というのがどれだけのニーズがあられるのか、

そこは当然のごとく、私も今から、今年度といいますか令和５年度もまちづ

くり懇談会等をしてまいりますので、もし、浪瀨議員のほうからでもですね、

こういった住民の声があるんだよと。例えばこういったところに出かけてき

て、おまえはこの話聞いてみろと、住民の方々の思いはこうだよというのは、

もしあるのであればですね、かえって私が出向いてまいりますので、実態調

査は実態調査としてニーズ調査もしたいと思いますが、現段階ではあくまで

もサロンの方々を中心にしか考えられないところでございますが、全く否定

するものではございませんので、そういったニーズがあれば教えてくださ

い。以上です。 

○５番  

浪瀨議員 

はい。 

○笹原議長 ５番、浪瀨君。 

○５番  

浪瀨議員 

はい。ひとり暮らしでですね、やっぱ灯油代も高くなったと。なかなかひ

とりで灯油代を使って、毎日お風呂に入るというのも、なかなか光熱費がこ

んな上がってくればですね、難しいっちゅうことで、以前はバイオマスのお

湯を利用して、風呂をということだったんだがという話も聞くわけですよ。

だから約束は約束ですので、それで、私たちも推進に回ったわけですから、

バイオマス事業は今後ですね、やっぱもう造ってしたわけですので、どんな

ことかって言えば、よく分かりませんがプール何杯分の CO₂削減になってま

すとか、いう言い方をされるんですけれども、これもう地球全体が、世の中

がそういう傾向になっておりますので、それをどうのこうの言うつもりもあ

りませんが、まず、田代においてはですね、入浴施設がトロピカルも遠いし、

小平さんのとこまで行くにも遠いし、やっぱり交通的な便もありますので、

ひとり暮らしの人のこともまた、いろいろ考慮していただければ、ありがた

いなと思います。 

それでは、次に参ります。前もって久保議員と八代市のですね、東陽町に

ですね、木質バイオマスを使った発電をしないお湯をつくるということで視

察に行って、町長にはですね、その時の調査を視察の報告書を前もって出し

てあると思います。それでですね、トロピカルガーデンかみかわにおいては、

ボイラー燃料費の高騰が続いております。木質バイオマスボイラーを使用し
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て燃料費削減、ＣＯ₂排出量削減につながると考えるが検討をする考えはな

いか、伺いたいと思います。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 浪瀨議員のご質問にお答えいたします。今全国各地で、温泉施設や入浴施

設などで、ＣＯ₂削減、排出量や燃料費削減のために木質バイオマスボイラ

ーへ移行される事例をお聞きしております。私自身も昨年、岡山県の西粟倉

村に実際そのものを見に行きました。関連の研修中ではございましたけれど

も現物を見たり、意見交換をさせていただいたところでございます。 

本町におきましても、平成 26 年度に補助事業を活用し、導入を検討した

ところではございましたけれども、断念した経緯がございます。そのときの

理由といたしましては、設備の設置費用については補助金を充当できますけ

れども、要は設備の維持管理、設備の操作や釜の温度調整などの技術を要す

るオペレーターの人件費、薪材やお湯の度調整用のボイラーの重油代などの

燃料費、それで安価で安定的な薪材の確保の懸念などがございました。以上

のような理由から、現状のほうが財政支出としては低く抑えられるものとい

う判断のもとに、これまで、重油ボイラーを引き続き運用しているところで

ございます。なお、トロピカルガーデンかみかわの施設自体も老朽化をして

おりまして、建設から 30 年経過しております。公共施設等の在り方につい

ても、検討をしながら、長寿命化の取組を考えていかなければいけないとい

うところでございます。 

ただ、議員がご指摘のようにひとつの資源としての木質バイオマスを活用

したボイラーによる熱源利用というようなことは、非常に大事なことでござ

いますので、今後も検討はしてまいりたいというところでございます。 

○5 番  

浪瀨議員 

はい。 

○笹原議長 ５番、浪瀨君。 

○5 番  

浪瀨議員 

町長が、26 年に断念したということをおっしゃったんですが、その時ので

すね、やっぱボイラーとですよ、もう現段階のボイラーは断然な違いがある

と思うんです。私がですね、何でここに行ったかというと、ちょっとここを

１人で通ったときにあったもんですから、内容を聞きたいということで久保

議員と一緒に行ったんですが、もう稼働率は 100％、本当点検のときだけ１

年に３日ぐらい止めると。単なるですね、これは 3,500 万ぐらいのあれで、

発電をするわけでもないし、ただ薪をくべて、ただ湯を沸かしてお風呂に入

れるという、単なるですね薪ストーブと一緒の原理やなと。だから発電はし

ないから、故障もないわけですよ。稼働率がどうのこうのと言うのもなく、
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それでもうただ薪ストーブと一緒で最初、熱電源をとるときにマッチで火を

つけて燃やすんだと。大変、浴室もですね洗い場が男女別々で 12 ぐらいあ

るという大きなとこだったんですが、年間ですね、そこで 1,000 万ぐらいは

灯油、重油代が浮いてると。故障といってもですねたまに、あるんだけどそ

れは、チップを持ってきて、チップの大きさはこぶし大まで大丈夫ですと。

それがただ、大きなのがあったときにベルトコンベアの入口に挟まったから

外から取るぐらいで、何も故障はないですということで、八代市の方々がで

すね、来て、課長さんをはじめ来ていただいて、いろいろ細かく説明もして

いただいたんです。なかなかトロピカルにおいてもですね、燃料費が年間

420 万と今度も上がってますし、ボイラーもだんだん老朽化してくるのかな

と。バイオマス自体は、ここで補助金をもらってされてたけど 3,500 万です

けどやっぱ、建屋も要りますので、そうすれば、9,000 万ぐらいかかったと

いうことで、高額は高額なんですけれどもあそこは熊本県が 100％補助で作

ってくれたということでですね。ここもその県がなくてもですね、やっぱ国

は、そういう方向にもう動いておりますので、検討してみる価値はあるんじ

ゃないかなと思っております。今回、３年間指定管理をされたわけですので、

急々にっていうこともできないとは思うんですが、前向きな検討をしていた

だくという一言をもらえればいいかなと思うんですがどうですか。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 現在のところではですね今、どうこうということでは、なかなか申し上げ

られないですが、先ほど申し上げましたように、トロピカルガーデンも 30

年を経過して施設老朽化の対応もどういうふうにしていくのかというのも

考えなければいけません。観光施設で設置はしたものの、なかなか温泉だけ

でというわけでも昨今は厳しい状態が、支出が出ていっている状況もござい

ます。とはいえ、あそこの利用を楽しみにしていらっしゃる町民の方々、町

外からのお客様というのはいらっしゃるわけなので、この木質ボイラー等を

ですね、完全否定するわけではなくですね、多様な燃料等の熱源も含めてで

すね、それと施設の在り方も含めて、あわせて考えていくことになるんだろ

うなというようなふうに思っております。 

したがって、やりませんとかやりますとかっていうレベルでもなくて、今

後の施設のありようも公共施設の総合管理計画の中で、状況次第では、もう

何らかの対策をとらないといけなくなるかもしれませんので、施設の状況を

加味しながらこの木質ボイラー等も検討してまいりたいというふうに思い

ます。以上です。 
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○5 番  

浪瀨議員 

はい。 

○笹原議長 ５番、浪瀨君。 

○5 番  

浪瀨議員 

分かりました。ちなみにですね、田代支所にあるバイオマスは、チップも

いいやつなんですが、お湯を沸かすばっかりだから、バークチップっていう

んですか、くずが入った、皮が入ったバークもいいし、ネットなんかで調べ

たらですね廃材でも竹材でも、小さく砕けば何でもいいということですの

で、いろんな利用価値があるんじゃないかなと思いますので、また、重油を

使ってどうのこうのっていうのはもう古くなりつつありますので、その辺は

また、いい方向で検討していただければありがたいなと思います。 

次に、花瀬公園周辺の整備についてでございます。花瀬公園遊歩道先に扇

落しの滝は景観が良く、人の心をなごませる場所でもあります。花瀬公園の

目玉の１つになる場所であるので、周辺の整備、遊歩道脇の整備はできない

かという質問でございます。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 浪瀨議員のご質問にお答えいたします。扇落しの滝までの遊歩道は、花瀬

バンガローから石畳沿いに約 300ｍ続いており、旧田代町時代に整備された

ところでございます。今ある遊歩道は、整備されてから 20 数年を経過して

おりますことから、周辺の自然とある意味同一化し、調和のとれたものとな

っていると思っております。そういった状況の中で、遊歩道の周辺整備を人

工的に行うことが、景観的にそれが果たして扇落しの滝の価値創出になりう

るのかどうなのかも、懸念しているところでございます。 

まずは、ご提案いただいた整備をすることも１つの施策ではございます

が、利用者の方々の支障にならないように、まずは除草管理等の徹底をしな

がら扇落しの滝に足を運んでいただく整備を進めてまいりたいというふう

に思っております。以上です。 

○5 番  

浪瀨議員 

はい。 

○笹原議長 ５番、浪瀨君。 

○5 番  

浪瀨議員 

私が聞きたかったのとちょっと、何かずれてるなと思ったんですが、花瀬

公園の橋のとこからずっと遊歩道が整備されて、あそこは綺麗なんです。歩

道はもうもちろん綺麗なんですが、横がですね、ここにあった脇が竹があっ

たりとか、竹を切ったのが横のほうにそのままあったりとか、木があれして

きてるもんですから、そこをして、それと扇落しのあそこはですね砂浜があ

ったり、それから魚もおったりして、もうプールに行くよりあそこに行こう
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かっていうような人も結構多いもんですから、上からも車で来れるんですけ

れども、あそこの道路はやっぱ民有地っていうのかな、田んぼの何か農林道

整備事業でされた道路かなと思うので、下に駐車場を造ってくださいって言

いたいんですけど、ちょっと通るわけにはいきませんので、途中にですね、

炭焼小屋がまだいいやつがあったりしてですね、子どもたちが来ればやっ

ぱ、こんなして炭焼きをするんだとかですね、もう使われておりませんけど、

いいとこですので、そういうですね、その辺の整備をまた関係課と話をされ

て、していただければありがたいかなと。結構、綺麗は綺麗なんです。歩道

もちゃんと。それで、竹を切ってそこに置いてあったりするから、やっぱり

それも切ったときは片づけるとかですね、民間のなのかクヌギが倒れかけた

りしてるもんですから危ないので、その辺をお願いをしておきます。 

次に花瀬公園草スキーなんですが、以前、公園整備をしたときに草スキー

場が建設をされているが、出水がするため現在では、利用されていない。せ

っかくの施設であるので、整備をする考えはないかということです。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 浪瀨議員のご質問にお答えいたします。花瀬公園内における、草スキー場

は、議員ご指摘のとおり、スキー場の中服付近から、湧水があり、降りきっ

たところの１面が湿地状態になっているため、草スキー場としての利用がで

きない状況です。私も実際、見に行きまして、歩いてみました。出水が非常

に出ます。水が止まりません。それが、川上というか、山間部のほうに傾斜

がついて流れている状況で、これを草スキー場として維持するのが、再生す

ることが可能なのかなというような感覚でございました。またもう、草スキ

ー場自体は、苔草やカヤがもう生えており、これをどういうふうに再生でき

るのかなというふうに感じているところでございます。 

しかし、高台にある場所でもございまして、山間の眺めも非常に良いとこ

ろでございます。草スキー場に代わるキャンプサイト等への施設の転換と

か、桜などの樹木の植栽などもできるのではないかなというふうには思いま

すが、まずは、湧水対策、排水対策をどれぐらい費用として必要なのかを検

証してみたいなと思います。その対応いかんでは、例えば先ほど池田議員も

ご指摘いただいたように、藤の里の計画等にもそれが使えるのであればです

ね、あわせて草スキー場としての再生というのは非常に費用も困難かという

ふうに思いますが、次の景観植物等の植栽等には、何となく活用できそうな

のかなというふうなところを思えた次第です。以上です。 

○5 番  

浪瀨議員 

はい。 
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○笹原議長 ５番、浪瀨君。 

○5 番  

浪瀨議員 

この質問をするにあたりですね、雨が何日も降らなかった日に行ってみた

りするんですけど、水が溜まって何か、あそこはもともと、田んぼだったと

いう話でですね、草スキー場だけじゃなくて草スキー場の左側に滑り台とか

あるあそこもですね、水が出てやっぱ粘土質で転ぶ子もいるんですよ。だか

ら、今、同僚議員からもさっきありましたようにですね、何か植えるとか、

あのままではですね、ものすごく夏場は草が生えて、それでちょっとマムシ

が多いところなんです。湿地帯だから、何回か見たよっていう人もおるから、

やっぱその辺はですねもう、多分草スキーをされないと整備を考えたとき

に、費用的にもかかるでしょうから、その辺はもうまた、検討していただい

てですねしないんだったらしないであのままおくっていうのがですね、１つ

の問題かなと思います。綺麗に段をつけて藤棚でも、桜でも植えて綺麗にし

ていただければ、そこにテントを張って泊まる人も出てくるかもしれないし

ですね、その辺は、今後の観光交流課とそれから町長にお任せをしたいと思

います。 

次にですね、今後、電気自動車が急速に増えてくると思います。花瀬公園

に観光に来られた方や宿泊客の利便性を考え、電気自動車用の充電設備の設

置はできないかということです。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 浪瀨議員のご質問にお答えします。これまで花瀬公園を利用される方か

ら、充電施設等についての要望というのは私どものところには届いておりま

せんが、日本全国、世界を含めまして脱炭素社会の１つの取組としまして、

環境性能にすぐれた電気自動車やプラグインハイブリッド自動車などの電

動車が普及していることは事実です。将来的には、この電気自動車の普及に

伴い充電施設の整備も全国的に拡大されると思いますので、今後の動向を見

ながらですね、観光に来られたお客様の利便性やニーズも踏まえた上で検討

してまいりたいと思います。以上です。 

○5 番  

浪瀨議員 

はい。 

○笹原議長 ５番、浪瀨君。 

○5 番  

浪瀨議員 

現在は、ガソリンを燃料とする車が多いわけですけれども、今度錦江町も

約 500 万で電気自動車を購入されるということです。それはもう、家庭用の

電気でもできるんですが、やはり 2030 年、35 年それまでには、もうガソリ

ン車は造らなくなるわけですので、もうどうしても電気自動車に変わってい

くわけですよね。35 年か、もう 30 年になったら多分そういう傾向になると
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思われますので、なかなかガソリンスタンドはですね、設置をしないと思う

んですよ。何でかっていうとやっぱ 30 分、40 分かかるわけですよね。それ

に満充電をしても、家庭用の電気なら、どっか 1,500 円か 1,700 円ぐらいで、

できるわけですよ。その電気をガソリンスタンドがそこに 30 分、40 分車を

停めてそういう商売をしよっても成り立たないわけですよね。実際的に。 

ガソリンを売る時間は約５分と言われてますので。その間に。だから、ニシ

ムタさんにもありますけど、やっぱ普及していくのは、ショッピングモール

とか宿泊が伴うとことか、道の駅とかそういうふうに時間をつぶせるところ

が、やっぱり充電施設ができるとこだと思うんです。それで、バンガローに

ですね、ちょっと行って聞いてみたら、今週って言われたですかね来週、滋

賀県から来られるんだそうです。ああいうふうに遠くからもですね、もうネ

ットを見て良いとこだと来て、わざわざの手前に泊まらずに川向こうの奥の

ほうがいいとか、そういう傾向があってどこから来られるか分からんし、や

っぱそういう施設を持ってるというところはですね、いち早くうちは充電施

設もありますという、やっぱＰＲにもなろうかと思います。ここばっかり、

私が花瀬を言いましたけれどもやっぱ道の駅とかですよ、せっかくバイオマ

スを造って電気を発電してるのに、ここには充電施設もないのかよと言われ

ないようにですね、田代支所の一部に造るとか、そういう検討をしていただ

ければありがたいんですが。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 まず、私どももですねＥＶ充電機のメリット、デメリット、用途等も比較

をしているところです。その中でやはり、浪瀨議員おっしゃったようにレジ

ャー施設、それから宿泊施設など長時間で泊れるところについては、やはり

普通の充電器、充電施設が必要であろうと。そうした場合に、設置費用が

100 万程度かかるだろうと。それと、あとコスト的にはそれぐらいで済むん

ですが、問題は長時間、４時間から８時間ぐらいの充電時間が必要になると

いうのがまず１つございます。なので、今回ご提案のところについては、花

瀬公園とおっしゃいましたけれども、令和５年度ですが、まちの駅を町内に

まずは５か所設置します。将来的には、浪瀨議員おっしゃるように、そうい

った道の駅とか、そういったところには必須になってくると思いますんで、

どういう形の整備がいいのか、そして、急速充電器の場合はですね、やはり

デメリットのほうも、少々15 分から 30 分ぐらいで、充電はできるんですが、

設置コスト等が500万から1,000万程度というようなところの数字も出てま

すので、どういうのがいいのかですね、まずはその滞在型観光をもしするの

であれば、まちの駅プラスそういった観光施設にも、少しずついろんな事業



- 40 - 

 

を活用しながら、普及させていくことは、町の責務ではあるかなというふう

に思っております。以上です。 

○5 番  

浪瀨議員 

はい。 

○笹原議長 ５番、浪瀨君。 

○5 番  

浪瀨議員 

リチウムイオンバッテリーがだんだん、だんだん良くなってきて、走行キ

ロもですよ、300 ㎞ばかり、270 から 300 やったとか 400 とかなりますけど、

切れたからじゃなくて継ぎ足し充電というのもなかなか大事になってこよ

うと思いますので、その辺はですね、費用もあるし補助金もあるようですの

で、ちょっと他町村がつくったからっていう前にですね、我が町ではもうこ

ういう設備までしてお客様を待っておりますということで、また、先駆けて

いただければありがたいなと思います。 

次に観光交流課ですけれども、担当課においては、観光からイベントまで

幅が広く、職員数も少ない中でこれから花瀬公園グラウンド、オートキャン

プ場、バンガロー、でんしろうの森と整備管理も目の届かないところは出て

くる可能性があります。今後、民間活用の意味からも早いうちに指定管理制

度にするように検討はできないかということでございます。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 浪瀨議員のご質問にお答えします。観光交流課におきましては町のＰＲ活

動、イベントの開催、そして施設の管理運営など業務を多寡に担当しており

まして頑張ってくれているところでございます。議員のご指摘のとおり観光

施設も花瀬や神川を中心に整備しているところで、多くの皆様方にご利用い

ただいております。特に、多くの皆様方にご利用いただいている施設につき

まして、既に指定管理者制度を導入しているところでございますし、受付、

清掃など管理が必要な施設は、作業員の方々やシルバー人材センターに委託

している状況です。ただし、確かに繁忙期には、職員が現場に出向き、いろ

いろな対応をしているというふうに聞いております。今後、アフターコロナ

下において、町内外からのお客様の入り込み等が増加していくということが

予想されますので、観光施設を利用していただいている皆様に交流人口をさ

らに増やすためのいい機会でもございますので、利用者ニーズに対応したサ

ービス提供に向けて、指定管理者制度のさらなる推進も考えていきたいとい

うふうに考えております。 

初日に議案として出させていただきましたけれども、花瀬プール関係施設

の指定管理者を令和５年度からいたしますし、条例改正をさせていただきま

した神川キャンプ場につきましても、令和６年度を目途に指定管理者制度に
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移行していきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

○5 番  

浪瀨議員 

はい。 

○笹原議長 ５番、浪瀨君。 

○5 番  

浪瀨議員 

観光課もですよ、ものすごく事業を持ってて、たまにですけれども役場に

行けば、今日は誰もいないなと。もう、電話番が１人居るときは、よかとこ

ろでですね、みんな何々の準備です、何々の準備ですっていうことで、なか

なか、課長さんはじめ職員の方々も、もう一生懸命で回るのかなっていうぐ

らいにですね、あると思います。だから、予算委員会でも話がありましたし、

町長が前向きなことですので、今回プールを指定管理にされて、３年間です

ので、いろいろ条件かれこれを考えてですね、３年後には一緒になればと私

は思ってるとこなんですが、グラウンドもですね、なかなか大変だと思うん

です。グランドゴルフがあったりですね、やっぱサッカーの練習試合かれこ

れがあったり、この整備をせんないかん、草は生える、草スキー場もそれか

ら、何か今言った扇落しも注文しましたけれども、でんしろうの森まで行っ

てっていうことはですねなかなか、シルバーにお願いしてか、そのままか、

草をはらってくださる人も雇用しておりますので。町長、１つだけお願いと

いうかですね、今まで地域の方々があそこを勤めながら、支えて来られたわ

けですよね。だから、今トイレ掃除もお願いしてるし、それから、バンガロ

ーの受付、でんしろう館の受付、あの辺もですね地元の方々が組合せをしな

がらですね、いろいろされておりますので指定管理にあたってはですね、や

っぱ地元雇用を優先するという形でですね、なかなかおばさんたちももう減

ってきてですね、大変だと言われるんですけれどもやっぱり少しでも地元雇

用をしてくれるような形でですね、指定管理のほうに持っていただければあ

りがたいかなと思うんですが、いかがですか。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 まず花瀬公園の観光施設だけでなく、町内の施設においてもそれぞれの事

業者さん方、それからシルバー人材センターも含めましてですね、頑張って

いただいているところでございます。議員がおっしゃるように、地元の方々

がどういうふうに活躍する場所があるかというのは当たり前のことかと思

います。その方々をまずは、優先的にするのは私どもの仕事でありますし、

当然、そこの施設が担うべきその観光というもの以上にその方々が、そこで

お仕事をしていただいて、いきいきと生活していただくということも大事な

ことですので。そこは、しっかりと指定管理に施設、民間に委託していくに
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しても、優先的に考えていきたいところでございます。以上です。 

○5 番  

浪瀨議員 

はい。 

○5 番  

浪瀨議員 

ありがとうございました。指定管理の条例が出てくることを楽しみにして

ですね、質問を終わります。ありがとうございました。 

○笹原議長 ここで５分間休憩いたします。 

 休憩 11：31 

再開 11：36 

○笹原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、８番、川越君の発言を許します。８番、川越君。 

 （8 番 川越議員 質問者席へ登壇） 

○8 番  

川越議員 

よろしくお願いします。小学校の統合について今回、提言がなされた部分

に、お互いに確認をとる意味で質問をさせていただきたいと思います。 

小学校の統合問題については、これまでも先輩議員、あるいは同僚議員、

私も含めてでございますが、いろんな観点から質問をしてまいった事案であ

ります。 

本町は、少子高齢化が著しく、特に子どもたちが減少をしている地域によ

っては、子どもが１人もいないところもあるよというようなことが目に見え

るようになってまいりました。このような中で、子どもを取り巻く教育環境

は、非常に案じられる状態であるというふうに私は思っております。どうい

う意味かというと、非常に子どもが少ないということは、お互いにライバル

意識、正しい意味合いでの競争心なりというものが欠如していくと。お互い

に語り合うそういったものの中で、いろんな形で多くの意見が出ていかない

というようなこともあるだろうというふうに想像します。 

また、部活においても、部活数の減少、特に集団で行う部活が不可能にな

ってきたというようなことでございます。 

これまでは複式学級で営まれた学校もあります。複式学級の利点は、私も

認めるところでありますが、ただ、最近になって、たった１人の新入生、た

った１人の卒業生といった子どもたちに寂しい思いをさせてきたのではな

かったのかなというふうに考えるところです。 

また、財政面を見ると教育にかかる経費について、とやかく言う必要はあ

りませんし、私も教育関係費については、できるだけ町は融通すべきだとい

うふうに考えておりますので、その辺については、言わないつもりではあり

ますが、もしこれが早くに統合し、６校が１校になっていたならば、財政面

も少しは緩やかなものではなかったのかなというような考えもあるところ

でございます。 
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これまでなかなか合併が進んでこなかった原因に地域の声というのが、非

常に大きく提唱されて来たことだったというふうにも思います。学校がなく

なると地域が寂れるよというようなことで、地域の声が統合に関して、足か

せをしてきたというようなことではなかったのかなというふうに私は捉え

ているところです。令和４年度の教育に関する事務の管理及び執行の状況に

ついての点検及び評価報告書というのが、令和４年８月に作成をされました

が、学校経営について、外部評価委員による総括的評価については、学校の

小規模化は学校運営の直近の課題であると思われるというふうに述べられ

ているわけです。小規模学校の利点もあるが、学校統合なども近隣自治体の

取組を参照しつつ、地域全体の課題として、学校運営を見直す時期に来てい

るんだといった提唱もございます。 

そういった中で、本町も錦江町立小学校の在り方検討委員会を設立されま

して、４年度においては４回にわたり委員会が開催されました。その結果、

５つの提言がなされたというふうに思うところです。この提言について、内

容的に１点ずつ私なりに検証をして参ったところですが、今後、町長はこれ

をどういうふうな形で審議をされていくのか。質問をいたします。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

 （新田町長 登壇） 

○新田町長 川越議員のご質問にお答えいたします。少子高齢化が進んでいる本町にお

きまして、子どもたちのより良い教育環境を目指して、昨年９月に錦江町立

小学校の在り方検討委員会が設置され、各地域や学校の現状を踏まえての意

見交換を行っていただき、このたび提言書という形での検討結果をいただき

ました。 

提言書にございますように、統合にあたっての５つの提案については、こ

れからのまちづくりや町が抱えてる課題について、各地区の代表の方々が状

況を共有し、時間をかけて協議していただいた結果であり、いただいたご意

見やご要望を真摯に受け止め、これからのまちづくりに活かしていきたいと

考えます。 

このため、今年度開催いたしましたまちづくり懇談会を令和５年度も早期

に開催させていただきながら、提言内容を踏まえた今後の小学校の在り方に

ついて、設置者である町長として、各地区の皆様の直接ご意見をお伺いし、

今後の進め方についての参考とさせていただきたいと考えております。 

 （新田町長 降壇） 

○８番  

川越議員 

はい。 
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○笹原議長 ８番、川越君。 

○８番  

川越議員 

これからはまちづくり懇談会の中で、住民の意見等を摂取していかれると

いうことでございますが、私はまず１点目の小学校の統合については、田代

地区と大根占地区を分けて、大根占小学校なり、あるいは田代小学校なりと

いうような設定がしてあるという、この１点目については、距離的なものも

あり、従来の歴史的なものもありと、いろいろ考えるわけですけれども、も

う平成の大合併があってから、もう何十年も経っている中でですね、田代、

大根占ということもなかろうと、５年度の新入生についてもですね、大根占

小学校が 16 人、神川が５名、池小が１名で、宿小はゼロ、田代小も 12 名、

大原小も１名とこういった中の現状が今後続くである中で、田代小、大根占

小というようなそういった形で、統合をしていかなければならないのだろう

かということが、私が考える第１点でございます。 

田代の住民の方々に、こういうことを言うと非常に怒られるかもしれませ

んが、これからのことを考えていくと、子どもたちが減る一方でありながら、

増えていく要素がなかなか見つからない。そういうことの中では、やはりこ

こはあえて田代も大根占も一緒に子どもたちが勉強ができるような教育の

場所を確保するべきではないかなということを感じました。 

それから、第２点目はそういうことでございますが、第３点目については、

ここに神川小学校はですね、今後移住が見込められるので、神川小学校単独

でいきたいというようなことが提言をされております。しかしながらです

ね、これまでの移住の形を見てもですね、子どもたちが 10 人も 20 人も増え

ていったというような事実はございませんし、仮に、そういう方が増えれば

増えたで、また、受入れはできるのですが、ここ例えば２，３年で統合する

場合にですね、この移住者というのはなかなか期待ができないと、しかも大

根占地区であるならば、大根占小学校も、神川小学校も、池田小学校も、宿

利原の小学校もですね、１つにやっぱりなっていただきたいという１つの私

の考えでございます。 

今、申し上げた２点の田代、あるいは大根占、あるいは神川小学校が単独

でいきたいというようなことについてはですね、町長、どのように私たちが

受け取ればいいのか、お願いします。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 非常に今、川越議員も言葉を選んでいただきながら、非常にこの問題の非

常に重たい課題であるというところを私自身も共有しているところでござ

います。 

まず、今回の学校の在り方検討委員会については、当然、保護者の方々の
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ご希望であったり、子どもたちの学ぶ環境であったりというようなことが、

やはり現状としてはなかなか難しくなってきているんだよということから

出てきていることだろうと思いますし、私も丁度 14 年前に中学校の統合の

担当者でございましたので、非常にやはり統合というものの抱えるいろんな

課題だったりというものも認識しているつもりです。 

したがって、まず私としてはですね今回、提言書の中の１番目に大根占地

区と田代地区それぞれ小学校を統合するというのが出されておりますが、仮

に統合という形に進むのであれば、まず、私はそれを尊重しなければいけな

いと思います。やはり、私どもが考えるに当たって、市町村合併もしかり、

私たち今まで経験してきましたけれども、数が増えればその町が、そしてそ

の学校が成長するのかというのは私にとってはですね、いささか疑問に思い

ます。ただし、ある程度の学ぶ環境として、拠点としてなりうるところが存

立するということは大事なことでございます。議員ご指摘のように、少子化

の中ですので、大根占地区と田代地区にそれぞれ学校があるということは、

今後も私はそれを維持していきたいと思っております。 

ただ、あと３点目にですね、神川においてはというようなところがござい

ました。これにつきましても神川の住民の方々のご意見というものが、これ

がどこまで反映されているのかっていうところもございますが、ただ、やは

り、今後のまちづくり懇談会等も踏まえながらですけれども、多数決みたい

な形には持っていきたくないなと。あくまでも住民の方々、そして学ぶ子ど

もたちをどういうふうに尊重しながら、設置者として受けとめられるのかな

というのは考えていきたいと思います。 

したがって、まず１点目の件については先ほど繰り返しになりますが、大

根占と田代という拠点は、今後もそのまま維持していきたい。加えて、神川

という形が出てきている部分についても、神川の方々、また子どもたちの意

見を尊重しながら、考えていくことであるかなというふうに思ってます。 

一方、議員がご指摘ございましたように、画期的に少子化が改善されるこ

とは難しいだろうと。そういったところもございますが、私自身のマニフェ

ストでも言いましたように、どういうふうに社会動態を転入・転出を改善し

ていくのかというところの中で、教育課のほうに今年の４月から保育園留学

等も仕掛けてもらえます。それから山村留学も仕掛けます。その中で、どう

いうふうに関係性を持った中で、この錦江町で教育を受けさせたいかという

ところを引き続き、粘り強く続けていきたいと思います。 

それから、現在、私どもがやっているキャリア教育についてもどんどんど

んどん力を入れていきますので、私どもの教育に対して共感いただく方々を

少しでも増やしていきたいというのが自然出生ではなかなか難しいという
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のは重々認知しておりますので、転入等をできるだけ強力に推進していきた

いというのが現状です。以上です。 

○８番  

川越議員 

はい。 

○笹原議長 ８番、川越君。 

○８番  

川越議員 

そういうことでございますので、次はですねこの４番目については、今後

の地域活動に不安があるので、学校跡地の活用を含めて町としても十分な施

設として施策をしていただきたい。これは、中学校統合で私は十分にもう経

験をいたしておりますし、ただいま中学校の跡地についても、それなりの活

用ができていると。ただし、池田と大原についてはこの上にまた、小学校が

乗っかかってくるというようなことでございますので、町としても十分な検

討も今後されていくだろうと思いますが、これだけ人口が減ってくるとなか

なかその利活用についてもですね、手の届かないところもあると思います

が、ぜひ検討をしていただきたいと思います。 

それから、５番目のですね、小学校統合しても町全体の少子化の流れは変

わらないから、今後も人口増や地域活性化に向けた施策を積極的に講じてく

ださいという最後の要望でございます。これについてもですね、これまで消

費者対策については、例えば、育児手当であるとか、子ども公園の整備であ

るとか、町長におかれては誕生日の本のプレゼントとか、それから今後、実

施されるであろう幼稚園の留学とか、そういった新しいものもありますが、

これまでもですね、小児科のオンラインの受診とか学習塾とかそういったも

のも子育て少子化対策としてですね、少しでも錦江町で子どもを産んでいた

だきたいというようなことで、対策をしてきたところです。 

これ以外にですね、今後、町長が何か考えていらっしゃることがあれば、

述べていただけませんか。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 町長。 

○新田町長 今、ご紹介いただきましたようにまずは、保育園留学と山村留学を徹底し

てやりたいと。これについてはですね、やはり時間のかかることではありま

すが、住環境であったり、教育環境であったりそれに合わせてキャリア教育

をどんどんどんどんブラッシュアップしていくと。通常の学校での教育につ

いてはもう当然教育委員会のほうで、各学校で一生懸命やっていただいてま

すので、そういったものをまた補完する教育としてですね、私どものほうが

キャリア教育も体制もつくっていきたいと思ってます。 

私がですね、次にどういったことを考えているかということですが、今回、

奨学ローンの拡充をさせていただきました。新設拡充ですね。これをもっと
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その奨学ローンで学んだ子どもたちがもっと起業をしたりとか、さらに別な

対応、自分たちでこの町で何か起こそうとしたときに、どうしても資金的な

工面ができない。国も、岸田首相もスタートアップをどんどん諸外国からし

ますと日本は極端に少ないというふうに言われてますんで、そういった就業

支援だったり、新しく業を起こす起業支援だったりというのを今後は、強く

進めていって体系的に錦江町で生まれ育って、錦江町で学んでいくと、こう

いったストーリー、人生が開けるよっていうのをつくっていきたいなという

のを今思ってるところです。これは何とか来年度中には、構想等をお示しで

きればというふうに思っています。 

あと私が１番、今懸念しているのは当然、教育委員会のほうも同じかもし

れませんけれども、子どもたちの幸福度が日本が先進諸国の中で、最下位に

近いという現状があります。これはユニセフの調査で出てきています。なの

で、もっと子どもたちが生活で満足できるようなこと。ただその金銭的なこ

とだけでなくてですね、もっと子どもたちをしっかりとサポートするような

体制づくりをしていかないと、これは日本全体としての課題ではありますけ

れども、この小さな町の錦江町として子どもたちに真摯に向き合い、しっか

りとした教育を施し、成長させて、この町を支えていってもらうというので

あればですね、もっと子どもたちの幸福度を上げていかないといけない。そ

れがどういうような施策なのかは、今分析の途中でございますけれども、こ

れがそういったところに、これからはシフトしていくことも必要かなという

ふうに思っております。以上です。 

○８番  

川越議員 

はい。 

○笹原議長 ８番、川越君。 

○８番  

川越議員 

ありがとうございました。今ですね、小さな学校が大原小と宿小というよ

うな形、それに次ぐ池小というような形であろうというふうに思っておりま

す。新学期ですね、大根占小学校が 120 人で推移をしていきます。神小は

35 人、池小が 12 人、宿小については 7 人ですね。田代小については 77 人、

大原小については 10 人と、こういった形で今年推移をしていき、学校が運

営されます。となるとですね、大原小なり、宿小なり、池小についてはです

ね、非常に子どもがだんだん少なくなってゼロという形が生まれてきます。

今回ですね、こういった在り方検討委員会などで、やっと小学校は統合して

いくという目標が１つできたわけですので、こういった極小のですね、学校

が幾つかあるということに対しても、早めの統合ということが大事になって

くると思います。 

先ほど５つの提言の中で地域についてはいろんな問題もあり、これから解
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決をしていかれる、その時間も何年かかるのかはよく分かりませんが、決算

委員会で町長も言われたように、できるだけ早めのやはり統合をしないと、

今回こうして立ち上げていった理由、原因そういったものを取り除くことが

できないと。１人、２人というような新入生であったり卒業生であってはい

けないなというようなことで統合もするわけですので、これはあくまでも子

どもたちのために統合するわけですから、地域のためでもないわけですの

で、その辺を神川あたりもよく考えていただいて、できればですね、理想的

な統合ができればいいのかなと思います。 

最後になりますけれども、町長、大体どれくらいの何年ぐらいの統合を考

えていらっしゃいますか。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 まず、何年ぐらいの統合というのは、ちょっと現段階では明言申し上げる

ことはできません。ただ、これまでご意見として教育委員会としても令和３

年から動いている案件でございますので、いつまでも引っ張るわけにはいき

ませんので、設置者としては今年の９月ぐらいを目途に方向性は出したいと

思います。以上です。 

○８番  

川越議員 

取り留めのない質問でしたけれども、ただ私たちは子どもたちの未来と学

びの場、あるいはその地域の在り方というのを含めて、やっぱ考えていくべ

きだというふうに考えております。 

ただ子どもたちばかりではなく、地域の中で子どもをどんなふうに育てて

いくのかなというようなこともあるし、宿利原の薩女おどりにしても、池田

の神舞にしてもですね、今までは地域の子どもたちがその芸能を支えてきた

けれども、これから統合することによって、この多くの子どもたちが伝承し

ていくんだというような考え方であればですね、地域に子どもがいないとい

うことではないと。地域が発展しないということではないと。地域が発展し

ていくのが行政の責任であるというふうに私は、考えております。これで終

わります。ありがとうございました。 

 （8 番 川越議員 質問者席から降壇） 

○笹原議長 ここで休憩に入ります。午後は１時から開会いたします。 

 休憩 12：00 

再開 12：57 

○笹原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、10 番、水口君の発言を許します。10 番、水口君。 

 （10 番 水口議員 質問者席へ登壇） 

○10 番  昼１番で、肉を食べてきたので元気があるかもしれませんが、よろしくお
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水口議員 願いいたします。 

錦江町の農業について、ご質問させていただきますが、初めてです。農業

について、こうして執行部に聞くのは初めてでございます。どうかひとつ、

担当並びに町長よろしくお願いいたします。 

最近、もうこれはどこでもですが、今世界中が騒動をしてですね、何でも、

ガソリンが上がったや小麦が上がった、いろんなところで農産物が上がっ

た。それから、奥さん方もスーパーに行ったら、野菜が高いとかいろいろ話

を聞くわけでございますが、こういった中でうちは農業が基幹産業だという

ことで、町長の施政方針も見せてただきました。農業については、今後、い

ろんな事業を取り入れてやるんだということで、私もここに、２点ほどちょ

っとお聞きしたいということでございます。 

まず、本町のこうした担い手不足と申しますか、次世代の人材投資という

ことで、予算委員会の中でも説明はあったわけでございますが、ここで前期

で９名、後期で７名というような投資がありましたけれども、この点もうち

ょっと詳しくですね、教えていただきたいというふうに思います。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

 （新田町長 登壇） 

○新田町長 水口議員のご質問にお答えいたします。農業次世代人材投資資金というも

のは、国の新規就農者育成総合対策による事業のことでございまして、本町

では、就農直後の経営確立を支援する資金を毎年度、予算計上しております。 

この資金は、新規就農される方に農業を始めて経営が安定するまでの最大

３年間、月 12 万 5 千円、年間 150 万円が定額交付されるものでございます。

交付を受けるためには、就農時の年齢が 49 歳以下であること、前年の世帯

の所得が 600 万円以下であることなど様々な要件がございますが、全ての要

件を満たした上で、５年以内に農業で生計が成り立つ実現可能な就農計画を

策定し、認定新規就農者として認定された方が、交付の対象となります。 

前期と後期の年２回交付され、本町では現在９名の方が支給を受けており

ます。令和５年度は、前期に２名の方が交付期間終了となることから、後期

は、７名の方が支給されることになっております。以上でございます。 

 （新田町長 降壇） 

○10 番  

水口議員 

はい。 

○笹原議長 10 番、水口君。 

○10 番  

水口議員 

この制度につきましてですね、先ほど私はちょっと重複するんじゃないか

と思うんですが、この後ほど新規就農者の 150 万、これは、今おっしゃった
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のは、次世代人材投資の 150 万。それから新規就農で私は 150 万とここに

書いておりますけれども、これは重複するわけじゃないわけですね。次世代

人材と。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 詳細につきましては産業振興課長に答弁させます。 

○池之上産

業振興課長 

はい。 

○笹原議長 産業振興課長。 

○池之上産

業振興課長 

後ほどご質問予定の事業と重複するものではないかっていうご質問かと

思いますが、重複での支給はできないことになっておりますので、重複する

ことはございません。 

○10 番  

水口議員 

はい。 

○笹原議長 10 番、水口君。 

○10 番  

水口議員 

今、担当課長が重複はできないということですが、私のちょっと考え方が

おかしかったのかな。これは、国県の補助金が政策で出ているということで

ございます。今、鹿児島県は北海道に次ぐ農業生産国だと、非常に全国から

見られているわけです。それから、牛の共進会でも優勝したんだと、畜産業

も鹿児島県だというような中で、錦江町を考えた場合に今ですね、働き手も

いない。ある方から田んぼで若い人を見らんどねっちゅうような声を聞きま

したもんだから、今度こうして町長が効率的かつ、利用の目標を定めた形で、

地域の計画を立てて、こうして頑張るんだというのがあって、こういう基金

ができたのかと思っておりましたら、国県が半分で、後からの質問になりま

すけれども、本町自らする事業があるんだということでございます。今、こ

の方が終わって次後期という形でこの予算があるんだということで、こうい

う理解でよろしいですかね。はい、分かりました。 

うちもこの農業に対しては、農業費を５億 7 千万でしたかね、まあいろい

ろそれは水産林業とはまた別ですが、計上されております。そういった中で、

今、錦江町の農業生産量が、もう畜産を入れて耕種のほうもみんな入れてで

すね、以前 100 億円突破を目標にしたことがございました。今、現状として

はどのような数字が出ているのか、ちょっと教えてください。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 現段階で公式の数字としてですね、今、出ておりますのが、令和３年ので

すね、農業産出額として 123 億円という数字が出ております。ただこれにつ
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いてはいろいろ捉え方もございますので、令和元年度以降からですね、100

億円は確実に確保している状況でございます。以上です。 

○10 番  

水口議員 

はい。 

○笹原議長 10 番、水口君。 

○10 番  

水口議員 

何％がどうこうじゃないですが、今畜産関係の数字がですね、大分上がっ

てると思うんですよ。上がっています。そういった感じで聞く必要はないと

思いますが、それではですね私は、先ほども言いましたとおり、重複はして

ないというふうに聞きましたので、今度は新規就農者は 150 万という、新規

就農者は、150 万でいいですかね。はい。150 万ということで、売上げ所得

が 640 万ですか。640 万。その場合にですね、我々が記憶する前の場合は、

新規就農者の場合は今３年間ですか。説明では。私は５年間ちゅうような、

そこらの違いをちょっと、売上げの上限とその年数、期間をちょっと教えて

ください。改正があったのか。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 それでは水口議員のご質問にお答えいたします。まず、交付の要件としま

して、前年の世帯所得が 600 万円以上の場合は交付の対象外となります。交

付はされません。600 万円以上の場合はですね。 

また、交付中の方でもこの事業資金を含めた世帯所得が 600 万円以上にな

った場合は、交付を止めます。交付が停止です。よろしいですね。水口議員

がおっしゃったように交付の期間については、令和３年度までは最大５年間

でございました。ただし、現在は３年間となっております。ご質問の点は以

上です。 

○10 番  

水口議員 

はい。 

○笹原議長 10 番、水口君。 

○10 番  

水口議員 

執行部をどういうわけではないですが、そこらがですね、ちょっと私も、

ちょっと昔の頭ですから、矛盾しておりました。今、こうして説明を受けて、

いろんな業種があるわけです。今担い手不足っちゅうのは、働き手がいない

何がいない、もう職人がいない、建築業にしても左官屋さんや大工さんがい

ない、そういう農業の中でもこういう政策があればですね、考える人が多く

なるということで、大変いい事業だというふうに思っております。この事業

も振興費につきましては町長が、先ほども私が言いましたとおり、いろんな

歳出の事業があるわけですよ。まあ言えば、育てる。これはもう大事なこと
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で、やっぱり担い手認定農家、もういろんなのにやはりきめ細やかな施策が

されていると。それはもう承知いたしております。そういった中でですね、

先ほども１番目は、この新規就農 150 万、所得については規定があるのかと

いうことで聞きました。それから３年間というのも聞きました。 

次に聞きたいのがですね、農家が親が作物を例えばたばこ農家であると。

たばこ農家であるときには、私は新規でやる方がいて、作物は同じ作物じゃ

駄目だというようなことを前聞きましたが、その点についてを細かく説明し

てください。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 まず、親元就農の場合のご質問かと思います。親元に就農し、同じ作物を

生産する場合でも、交付金の対象となる場合はあります。新規就農者が農地

の所有権や利用権を有している。よろしいですね。農地の所有権や利用権を

新規就農者が有している場合。それから主要な機械や施設を保有している

か、または借りている。それと、売上げや経費などを本人名義の通帳、帳簿

で管理をしているなど、親とは異なる独立した経営体であると認められる場

合には、交付申請することができます。ただし、それらに加えて、親とは異

なる新規作物の導入などの経営の多角化を行うことが、要件として追加され

るところでございます。以上です。 

○10 番  

水口議員 

はい。 

○笹原議長 10 番、水口君。 

○10 番  

水口議員 

今の制度がよく分かればいいんですが、そこらのチェックの仕方もまた大

変じゃないかと思うんですよ。例えばこちらで園芸、こちらで僕は、全然違

う果実、畜産をしたんだっちゅうのがはっきりしてあれば、農繁期忙しいと

きにやっぱり行ったり来たり加勢をせんと、これは現実として、ちゃんとチ

ェックができるかと言えば、私はそれはできないと。やはり、そういった規

約はあるわけですが。そこでですね、そういった基準の新規就労者支援の制

度があるということは非常にありがたいと。私は反対して言ってるんじゃな

いですが、内容を詳しくしていただいて、まだ増やしていただきたいと。 

それから 49 歳まで。この年齢もそうですが、今錦江町において例えばで

すね、もう定年になる前にもう会社をやめたほうがいいんじゃないかって言

って、長年よそにおって帰ってきて、期間内であれば審査が通るという解釈

の理解でよろしいですかね。49 歳ならば、よそにおっても大丈夫だと。新

規就労者として認めるんだと。はい。分かりました。 

それからですね、今生産の作物でも大体こっちが、ジャガイモ生産なら、
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そらまめ生産とかいろいろこう変えたほうがというのが、というようなこと

でございましたが、そこらのことをちょっと聞きますけど、補助対応の期間

中にそういった調査、それから、耕作状況などは担当課としては調査されて

おりますか。お尋ねいたします。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 水口議員のご質問ですけれども、もうこの交付期間中につきましては、作

業内容や取引状況の通帳による確認など、こういったことをしながら収納状

況を書面とそれから面談による確認をすることになっております。 

この機会を活用して、私どもとしても規模の拡大や今後の営農計画などを

しっかりと協議して、できるだけ早く中核的な農業者に成長できるように、

アドバイスを行っているところです。 

なお、収納状況の報告は交付が終わってから５年間は継続して行うことと

なっておりますので、現在、交付中の方々も含めて 22 名の方々から収納状

況を聴取、聞き取りしているところでございます。 

○10 番  

水口議員 

はい。 

○笹原議長 10 番、水口君。 

○10 番  

水口議員 

今まで 22 名の方が、そういったあれを受けたということで、ご報告をい

ただきました。あのですね、私もそういう対象になった人の状況もちょっと

聞きに行ったり、調べてもみたんですよ。同僚議員がこの前、すごく田んぼ

が荒れているというような指摘もございました。そして私は先ほどもおっし

ゃったとおり、この頃あまり人を見ないとか、それはもう機械化、スマート

農業を町長が推進されて、今、いろんな機械が入っておりますから、それは

言えませんけれども、案外人の動きが感じられない、農家の。ハウスの中の

方は、ハウスも増えてきた、ハウスの中にいらっしゃる方は見えないわけで

すよね。そういった意味で、今日はこうした農業振興について、させていた

だくわけでございます。ぜひですね、対象になった人がどこの畑を、どこの

田んぼを、どこのハウスを、そういった点検等が、例えば書類で、所得、こ

れを作ってる、それじゃなくして、現場視察ちゅうのをちょっと聞かせてく

ださい。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 はい、新田町長。 

○新田町長 先ほど申し上げましたように、書面と面談によるということで申し上げて

おりますが、詳細は担当課の産業振興課のほうで答弁させます。 

○池之上産 はい。 
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業振興課長 

○笹原議長 産業振興課長。 

○池之上産

業振興課長 

現場の確認につきましては、新規就農者の方々は、指導農業士による巡回

ですとか、私どもの担当によります、これは随時ですが、作業状況の確認も

含めて現場の確認も行わせていただいているところでございます。 

○10 番  

水口議員 

はい。 

○笹原議長 10 番、水口君。 

○10 番  

水口議員 

この前、ちょっと、新規就農者は田代はいるのかと聞いたら、１名は畜産

のほうでいるというようなことも聞きました。私が感じたところはですね、

非常に生産しているのか、もう生産を途中でやめて、ほったらかしの畑が何

枚かあったんです。ほんでこれは誰のものかといろいろ聞いたんですが、あ

る程度分かりました。誰と。しかしこれは、個人情報保護法というのを町の

ほうでは、大変非常に貴重にされておりますから、言うべきではないですが、

堆肥を散布するマシンがあるんですよね。そういうのもほったらかしであっ

てそれを、この資金で買ったとかどうこうとか、分かりませんけれども、や

はりそういった状況の田畑が見えたんですよ。そしてよく調べてみたら、や

はりこの資金をいただいた方だったんです。ですから、そういうのがないよ

うにですね、例えば、ほかの後継者がいない、後継者とか、早めに帰ってき

た人なんか、もらってないっちゅうようなことを昔の話で、最近はこういう、

ここ 10 年来の間に、次世代新規就農といういい制度を持ってこられて、意

欲あるように、農業従事者を募っているわけです。 

ですからやっぱり内容もそういうのが、やはりないように、錦江町の場合

には、ひとつ指摘されない、そういった新規就農者がいることを、私は心か

らお願いしたいと。そういうお願いでございます。 

それから、これは今までの次世代、それにも言えば、交付金があるわけで

すが、町が単独でやっておりますね。この機械補助と生活支援。３番目にな

りますけれども、これについてはどのような内容かお知らせを願います。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 水口議員のご質問にお答えします。町単独の新規就農者に対する助成とし

て、機械等導入支援事業と生活支援事業を準備をいたしております。 

機械等の導入支援は、費用の２分の１以内で 200 万円を限度に助成するも

ので、生活支援は、国の支援を受けていない方で年間 100 万円を最大として

２年間助成するものでございます。交付対象者につきましては、国の要件と

同じ認定新規農業者でございます。以上です。 
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○10 番  

水口議員 

はい。 

○笹原議長 10 番、水口君。 

○10 番  

水口議員 

この前の予算委員会の中でも出たんですが、ジャガイモの耕作の機械の補

助金が、計上されておりました。その機械につきましても、これは多分新規

就農者に対する町単独の事業だと思うんですが、２分の１ということであり

ます。限度が 200 万と。一般の方々が、例えば今畜産農家におかれましては、

スマート農業じゃないけど、ものすごく多大な機械が必要であるともう聞い

ております。そういった中で、２分の１の補助金が町から出たらですね、大

変ありがたいんじゃないかと思うんですが、これはこの新規就労、次世代の

ために使う町単独の補助金の理解でよろしいですか。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 ちょっと話を整理させていただきたいと思います。先ほど議員がおっしゃ

った町単独の新規就農者の助成事業につきましては、先ほど言った機械の導

入事業が２分の１で 200 万円限度ですよと。それから、生活支援は、国の支

援を受けてない方で年間 100 万円を限度に最大２年間は助成ができますよ

という制度があるということですね。議員が今おっしゃっていらっしゃるの

は、それ以外の農家の方が機械導入支援に対して、どういった助成があるの

かというようなふうにちょっと私としては聞き得たのですが、もしよろしけ

ればもう１回整理をお願いいたします。 

○10 番  

水口議員 

はい。 

○笹原議長 10 番、水口君。 

○10 番  

水口議員 

そういうのもありますけれども、今言ったのは、町単独のここに、町単独

で 800 万っちゅう、あれじゃ駄目ですか、理解じゃ。 

新規就農者総合支援事業、機械生活支援補助金、800 万。町単独事業とし

て新規就農総合支援事業、機械補助、生活支援３名掛けるこれは 200 万。プ

ラス２名、100 万というような、あるんですよ。ありますよ。これは新規就

農者だけのあれでしょ。私が言ったのはジャガイモとか、そういう機械のほ

うは、予算計上はあるが、２分の１っちゅうのじゃないでしょ。はい。新規

就農者にはこういう優遇制度があると。だから、増やしてくださいっちゅう

のが私の、新規就農者を、いや、お金じゃないですよ。新規就農者がこうい

うのを目玉としているんだったら、増えていくような形で、やはり錦江町の

農業基盤をつくってほしいと。担い手をつくってほしいというのが、今日の

一般質問なので。問題じゃないわけです。その問題だから、反対だからっち
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ゅう意味じゃないけど、そういった意味を理解されて、新しい方々が働き手

となることを祈っております。 

私も初めてこうして振興について質問いたしました。私は自営業として、

もういろいろあったわけですよ。後継者をつくりませんでした。それは時代

の流れで。この農業っちゅうのは、人間は食が主体になって、土が主体にな

っていなければいけないというのを最近もう感じてまいりました。ですか

ら、農業施策にしても、やはりこういった、これは農業もだけど水産業費、

それから林業費も入っておりますけれども、先ほども何名かの質問の中で風

力発電、それからソーラー、これも山林を切り開いたりお茶畑を潰したり、

いろんな畑を潰してされていますけど、そういう基幹産業で錦江町のこの風

土豊かなところにですね、やはりそういうのが、あんまりあってはならない

という気持ちで今日は一般質問をさせていただきました。 

とにかく農業生産量が１番ですから。そこらももうちょっと、大事にして

いただいて、頑張ってほしいというふうにご指摘申しあげます。ありがとう

ございました。 

 （10 番 水口議員 降壇） 

○笹原議長 ここで５分間休憩をいたします。５分間休憩します。 

 休憩 13：25 

再会 13：30 

○笹原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。次に、12 番、落司君の発言を許します。

12 番、落司君。 

○12 番  

落司議員 

はい、１２番。 

 （１２番 落司議員 登壇） 

○12 番  

落司議員 

それでは通告に従いまして質問いたします。農林水産省は、2021 年５月

にみどりの食料システム戦略を策定し、生産力の向上と持続性の両立に向け

て、2050 年までに目指す姿として、農林水産業のＣＯ₂のゼロミッション化

の実現や事業系食品ロスの最小化を図るなど、食品産業、林野、水産を含む

14 の目標を設定しています。 

その中で、持続的な生産体系の構築に向けて、化学肥料の使用量の 30％低

減や耕地面積に占める有機農業の割合を 25％に拡大することなどを目指す

としました。また、県においても有機農業推進計画を策定し、有機農業の取

組面積を 2031 年には 2,000 ヘクタールとすること、有機農産物をよく買う

消費者の割合を 2019年の 10％から 2031年には 25％に引き上げることなど

を施策目標としています。 

温暖な気候である本町において、特に有機農業では病害虫対策、雑草対策
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など労働時間や生産コストなど、大幅な増加を伴いますが、この取組は生物

多様性の保全や地球温暖化防止等につながり、ＳＤＧｓの達成に貢献するこ

とから推進することが重要であると考えます。 

そこで、本町における有機農業の現状はどうなっているのでしょうか。ま

た、今後の在り方、取組についてどのように考えているのか、お尋ねします。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

 （新田町長 登壇） 

○新田町長 落司議員のご質問にお答えいたします。議員ご質問のとおり、国は持続可

能な食料システムの構築を目指し、みどりの食料システム戦略を策定いたし

ましたが、環境保全の取組の方向性として、2040 年までにネオニコチノイ

ド系農薬を含む従来の殺虫剤を使用しなくても済むような新規農薬等の開

発により、2050 年までに化学農薬使用料の 50％低減を目指すと。それと、

2040 年までに主要な品目について、農業者の多くが取り組むことができる

よう、次世代農業に関する技術を確立することにより、2050 年までに、オ

ーガニック市場を拡大し、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を

25％、100 万ヘクタールに拡大することを目指すなど、しておるところでご

ざいます。 

有機農業とは、有機農業の推進に関する法律に定義されている化学的合成

された肥料及び農薬を使用しない、遺伝子組替え技術を利用しない、農業生

産に由来する環境への負荷をできる限り低減するという、農業をすることだ

というふうにされておりますが、みどり食料システム戦略で使われている有

機農業とは、国際的に行われている有機農業であるとし、それは、有機ＪＡ

Ｓに定められた取組水準を満たす有機農業であることが定義されておると

ころでございます。本町の現状といたしまして、田代地区を中心とした８名

のお茶の生産者の方々が、有機ＪＡＳの認証を受けておられます。 

田代地区は冷涼であるため、害虫の発生が比較的少なく、取り組みやすい

ためであろうかというふうに考えております。また、スイートコーンなどの

野菜生産者１名も現在申請中であり、近く認定の予定であると聞いておりま

す。なお、有機農業ではございませんが、町内では、環境保全型農業の取り

組みとして、出荷先のニーズに応じた特別栽培農産物を生産されている方々

もいらっしゃいます。特別栽培農産物とは、地域の慣行レベルに比べて、節

減対象農薬の使用回数が 50％以下、化学肥料の窒素成分量が 50％以下で生

産された農産物とされておりますが、田代地区では、化学農薬を使わない無

農薬や減農薬のお米。大根占地区では、ピーマン、トマトなどが特別栽培農

産物として生産されております。 
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これまで本町では、ＧＡＰ有機等の農業推進事業で、有機ＪＡＳや各種Ｇ

ＡＰなどの第三者認証の取得支援を、また、環境に優しい農業推進事業で、

化学農薬ではなく、天敵やフェロモンなどの有機物での害虫駆除などを支援

してまいりました。国は、みどりの食料システム戦略で 2050 年までに、化

学肥料の使用量の 30％低減を目指すとしておることから、その代替となる

畜産排せつ物等の国内資源の有効活用に取り組むということから、本町でも

今後、土づくり支援センターで生産する堆肥の品質向上に係る実証実験にも

取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

有機農業は、次世代農業の大きな柱でもありますことから、今後も引き続

き必要な支援を講じてまいりたいと考えております。 

 （新田町長 降壇） 

○12 番  

落司議員 

はい。 

○笹原議長 12 番、落司君。 

○12 番  

落司議員 

今現在有機ＪＡＳを認証をしていない農家さんでも、特別栽培として、い

ろんな形での農薬低減であったり、あと化学肥料をできるだけ減らすような

形での栽培をなさっているということで話を伺ったところです。そういった

中でも消費者ニーズに合わせていろんな取り組みをされているということ

で、今後、有機農業はやはり、次世代農業における大きな柱ということであ

るという話をいただきまして、今後、やはり農家さん、もちろん、生計を立

てていくっていうことが１番大事なことでありますので、一気に慣行農業か

らそういったところへのスイッチというのは難しいとは思うんですけれど

も、例えば並行して、そういった取り組みもしていただけるような形への働

きかけっていうのも町としては、やはり今までもされてきているとは思いま

すが、今後はやはりそういった取り組み、働きかけがすごく必要になってく

るのではないかなというふうに感じているところです。 

そういった中で今後そういう形でも、例えば一部だけをそういう形に変え

ていただくっていうことでの働きかけ、取組はどのように考えていらっしゃ

いますか。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 今、落司議員おっしゃったとおりかなというふうに思っております。やは

り慣行農業で、ある程度生計が立っている以上は、いきなりぼんと切り替え

るっていうのはかなりリスクが存在します。 

したがいまして、ちょっと当初予算に間に合いませんでしたけれども、先

ほどちょっと、冒頭の答弁で申し上げましたが、私どもの土づくりセンター
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のですね、堆肥についてもう少し価値向上を図っていきたいなというふうに

思っているところでございます。これまで私どもが、有機農業の推進であり

ましたりとか、低農薬だったりとか、特栽だったりとかそういったものは推

進してまいっておりますが、とはいえやはり生産と並行していかなければい

けないことですので、であるならば、私どものほうで今、みどり戦略の中で

も出ているように、畜産排せつ物をどのように、科学肥料低減に持っていく

かというところが１番大事な国策でもあります。 

したがいまして私どもが土づくり支援センターというものを保有してお

りますので、そこに、実証実験を行いながら、そして、実証実験プラスアル

ファ、農家の方々に、慣行農法をしていらっしゃる方々に、実際お使いいた

だいて、どういうデータが取れるかっていうのを、今準備を整えさせておる

ところでございます。ちょっと当初予算に間に合えばよかったんですが、ち

ょっと準備が滞り、時間がかかっておりますけれども、そういったところも

含めてですね、今後は、実証実験を積み重ねていって、そのデータを私ども

が提供していただいて、こういった農業をすることによって、結果として、

有機農業が実現できる。理想的には、無農薬栽培、自然栽培まで、消化して

いけるようなですね、高い目標を持ちながら、今年から２年間ぐらいで実証

実験を進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。 

○12 番  

落司議員 

はい。 

○笹原議長 12 番、落司君。 

○12 番  

落司議員 

ただいまの答弁で、土づくり支援センターを十分に活用した上で、実証実

験を進めていただけるという話の中で、やはりですね栽培技術っていうの

は、そこ１，２年でできるものではないというふうに感じておりますので、

そこの部分は早めにやはり取り組んでいただきたいというふうに、思ってい

るところです。 

有機市場というのはですね、2009 年には 1,300 億円だったのが、2017 年

には 1,850 億円と推計されると言われており、全国的にも有機農業や自然栽

培への関心が高まっているというデータもございますので、やはりそこの部

分に対しての働きかけっていうのも、こういうところに取り組んでるんだよ

っていう町の認識をしてもらうことでやはり錦江町の農産物に関心を持っ

ていただき、そこに消費が生まれるのかなというふうには感じますので、ま

たその土づくり支援センターの基盤として、そういった農業の取り組みを進

めていかれるのであれば、当然有機ＪＡＳであったりそういったところの認

証を取得していただくのも１つなのかなと思いますけれども、町独自のブラ

ンドとして、その土づくり支援センターの堆肥等を活用した、錦江町はこう
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いった有機農業というものをしてますよという形で、町独自のブランド化を

図るというのも一つなのかなというふうに思いますので、そういった取り組

みも視野に入れていただいて、取り組んでいっていただけたらなというふう

に思います。 

では、次の質問に入らせていただきます。オーガニックヴィレッジとは、

有機農業に地域ぐるみで取り組む、生産から消費までを一貫し、農業者のみ

ならず、事業者や地域内外の住民を巻き込んだ取り組みを推進するモデル的

先進地区のことです。国ではそのようなモデル自治体を 2025 年までに 100

市町村、2030 年までに全国１割以上の約 200 市町村で、オーガニックヴィ

レッジ宣言を目標としております。令和４年度 10 月時点では、54 地区で実

施されており、県内では南さつま市、南種子町など４市町で実施されており

ます。オーガニックヴィレッジとして、先進地区となることで、環境と調和

した農業に取り組んでいる町として、有機農業等の関心の高い方、例えば、

現在子育て中の保護者へ錦江町を認識していただけるきっかけにもなりう

ると考えられます。そこで、本町でも取り組む考えはあるのか、伺います。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 はい、新田町長。 

○新田町長 落司議員のご質問にお答えします。まずご質問のオーガニックヴィレッジ

につきましては、有機農業の生産から消費まで一貫して、農業者のみならず、

事業者や地域内外の住民を巻き込んだ、地域ぐるみでの取り組みを進める市

町村のことで、農林水産省が先駆的なモデル地区を順次創出し、横展開を図

っていくものということで承知しております。 

令和４年 10 月現在で、全国の 55 市町村がオーガニックヴィレッジ宣言を

行い、みどりの食料システム戦略推進交付金の有機農業産地づくり推進事業

に取り組まれており、鹿児島県でも南さつま市、湧水町、南種子町、徳之島

町の４市町が組織体制づくりや、暫定段階の取組事業を実施しているようで

す。これを本町で取り組む考えがあるのかということでございますが、先ほ

どの議員のご質問にもありましたように、やはり現行の慣行農法をしっかり

と、慣行のほうで生計を立ててきた農家さんがいらっしゃる中でですね、い

きなりその宣言によりですね、こういう形に農政変えていきますよっていう

のは、宣言としてはいいんですが、やはり受入れられるような形で伴走して

いかないといけないというところを、私自身は考えているところです。 

先ほども申し上げましたように、有機農業の必要性は重々感じております

し、次世代農業の大きな柱であることも、十分認識しております。議員がご

紹介いただいたように、世界的なマーケットは拡大しておりまして、取り組

み面積も増えている。現在、特定のニーズに対する高付加価値産品のような
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認識が多いようです。ただし、持続可能な食料システムという観点から、今

後、このオーガニックヴィレッジ等に係る有機農業が標準的な仕様になって

いくのではないかというふうに思っております。 

一方、先ほど申し上げたように、現在、有機農業を取り巻く環境では、人

手が足りないとか、栽培管理が手間がかかるとか、収量が上がらないなどと

いうような生産者の課題や慣行農業とのすみ分けの課題、国内マーケットと

の現状等を勘案しますと、安定した農業経営のツールとして導入すること

は、時期早尚ではないかな、なかなか難しいなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

したがいまして、農業者の方々が、有機農業に取り組む意向が拡大し、一

定の規模で、事業の中核を担える生産者団体等が組織されることが、見込ま

れる状況まで、私どもとしては先ほど言いました、有機農業の実証実験を支

援しながら、またＪＡＳ等の取得を支援しながら、農業振興計画に沿って、

本町農業の経営安定のための施策に注力し、有機農業やスマート農業など、

次世代農業のための、施策等の情報提供も引き続き進めてまいるところでご

ざいます。以上です。 

○12 番  

落司議員 

はい。 

○笹原議長 12 番、落司君。 

○12 番  

落司議員 

あくまでも農家さんの意向っていうのを大事にしながら、進めていかれる

っていうことで、今聞いていて認識したところでした。確かに、したくない

ことをしなさいと言われても多分、想像以上に多分成果は上がらないのかな

というふうには思いますので、そこは寄り添うような形がやはり進め方とし

ては大事なのかなと思ってはいるところです。 

ただ、今ですね、次の質問にもかかってしまうんですけれども、給食にで

すね、有機農産物を取り入れる自治体等も多く見られるようになりまして、

やはり、作って、販路というのの確保に、やはり困ってきたときに、そこの

給食食材として提供するっていうことが消費拡大、生産拡大につながってい

く１つの道ではないかなと思ったときに、このオーガニックヴィレッジはそ

ういったところの支援体制もあるので、そこの部分ではフォローをしていた

だけるのかなというふうに思いまして、提案させていただいたところです。

要は私が思うに、有機農産物を作っても、ちゃんとそれを求めるところに届

けることができるという形さえできればここじゃなくても、これは参考とし

て、そういう体制づくりに努めていただければなというふうに感じていると

ころです。 

例えばですね、都市圏でしたりとかすると、なかなかその自分たちで有機
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農産物をつくることっていうのは、なかなか難しいのかなと思ったときに、

どこかの市町と連携をし、協定を結ぶことで、こちらで作った農産物をそち

らの給食食材として、提供するという形ができれば、その作りがいもあるで

しょうし、その行き先に困らないっていう仕組みがつくられるのではないか

なというふうに感じているところなんですが、その辺についてどのようにお

考えでしょうか。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 今、落司議員がおっしゃっていただいたように、農作物だけではないです

が、やはり出口をしっかりと固めてあげなければ、いくらいいものを作った

としても、それが販売しなければ利益に還元されないというのが事実です。

で、私自身もですね、３年ぐらい前に、熊本にありました自然栽培の栽培講

習会みたいなものに講演会に参加させていただきました。今八代で完全無農

薬無化学肥料で、20 ヘクタールお米を作ってらっしゃる方がいらっしゃい

ます。この方の場合は、通常の水路ではなくて、井戸をそれぞれのほ場に沿

って、水自身から分けなきゃいけないというか、それがやはり、いろんな影

響が出てくるといけないので、水自身も自分で確保するというようなことか

らやられています。現在もですねその方の、私も今落司議員がおっしゃった

ように、販路をどうしているのかが１番気になりましたので、それは埼玉の

ほうのですね、やはり、オーガニックを限定的に販売するスーパーと連携し

て、そこはもう出口がもう栽培した段階でそこに行くようになっていると。

やはり、そういった作り方、今は日本の市場としては、そういうような取引

しかなかなかないようなのが現状です。なので、これからおっしゃったよう

に、学校給食というのは１つのツールにはなるかもしれませんが、生産量に

対して、消費量からしたときに、全国の学校給食をとかっていうレベルはな

かなか流通段階で難しゅうございますので、やはり特定の市場をしっかりと

そこを店舗で、販売していただくような契約等ができるような出口戦略をし

っかり固めつつ、こういった農法は進めていくことが重要なのかなというふ

うに思っておりますので、また今後ともそういったところは調査をしてまい

りたいと思います。以上です。 

○12 番  

落司議員 

はい。 

○笹原議長 12 番、落司君。 

○12 番  

落司議員 

先ほど来、出てますけれども、出口っていうのはすごく重要なことではあ

ると思いますので、そこを確保しながらやはり生産拡大を進めていくってい

うことは、本当に必要、重要なことかなと思いますので、そういった形での
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取組っていうのは進めていただきたいですし、そういう部分に対してのアン

テナというのは張っていただきたいなというふうに考えております。 

では、次の質問に入らせていただきます。学校給食は食育という観点から

考えても大きな役割を担っており、子どもたちのライフスタイルが多様化し

てきている家庭環境が大きく影響する中で、その重要度は高くなってきてい

ると考えます。だからこそ、給食の在り方というのは非常に大事だと感じて

います。現在、有機農産物を使用したオーガニック給食が注目されておりま

す。そして各地で、保護者を中心とした団体によるオーガニック給食実施を

働きかける活動も見られております。子どもたちにはより安全なものを食べ

させたいというのは、誰しもが思うことではないでしょうか。 

そこで、学校給食での有機農産物の使用について、どのように考えている

のか、お尋ねいたします。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 教育長。 

 （畑中教育長 登壇） 

○畑中 

教育長 

それでは、落司議員の質問にお答えさせていただきたいと思います。本町

の学校給食では、平成 28 年度から、学校給食食育推進事業の補助金をいた

だきまして、町内で生産されてる農産物、ミニトマトとかピーマンとかジャ

ガイモとかイチゴ等や加工品、豆腐とかさつま揚げなどですが、の食材を購

入して給食で活用しております。 

議員のご質問の学校給食での有機農産物の利用についてでございますけ

ども、食材購入における中での取組になろうと思いますので、少し説明させ

てください。 

学校給食での有機農産物を使用するに当たりましては、まず、学校給食は、

午前中の限られた時間内で調理を完了する必要がございます。調理食数が多

い調理場においてまず、効率よく調理を進めることが重要になります。食材

の大きさや形状がそろっていることが前提となってきます。利用に当たりま

しては、大きさや形状がそろっている有機農産物を必要量、調達でき、そし

て安定的に供給できることが条件になるのかなあと思ったりもしてます。ま

た有機農産物は、農薬や化学肥料を使用する従来型の栽培のものと比較し

て、多少価格が高くなるのではと考えられます。とすると、給食費に影響が

出てくるのかなということも予想されます。現在、本町の学校給食センター

では、有機農産物か否かに限らず、規定量を調達するために、業者から廃棄

部分が少ない、状態のよい青果を選定して納品してもらっております。 

学校給食での有機農産物の利用については、価格があまり高くなく、大き
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さや形状がそろっていて、安定的に必要の量が調達できるものであれば、児

童生徒の健康のためにも、安心安全な食材の利用ということで、推進してい

くことは十分可能であると捉えております。以上です。 

 （畑中教育長 降壇） 

○12 番  

落司議員 

はい。 

○笹原議長 12 番、落司君。 

○12 番  

落司議員 

ただいま答弁いただきましたが、やはり安定的にという部分と、価格とい

う部分が、やはりポイントになってくるのかなというふうには感じていると

ころです。ただ、先ほど町長の答弁にもありましたが、田代のほうではお米

をそういった形で、栽培されているという話もありました。各地、見てみま

すと、やはりオーガニック給食の取り入れている食材としては、お米がやは

り多いように感じたところです。そこの部分は先ほど、食育推進補助金とし

て、カバーをしていただく。食育の部分でやはりそこの部分っていうのはす

ごく大事なことなのかなと、私はやはり、地産地消という観点からも、大事

なのかなというふうには思いますので、そこの地元、田代のお米じゃないも

のを使ったときの給食費と多少というか上がるかもしれませんけれども、そ

この部分は、子育て支援でしたりとか、そういった形でのいろんな取組の中

の１つとして、カバーしていただくという形で、まずはお米から、そこにあ

るわけですので、活用した形での取組を進めていくことは、できないものな

のかなというふうに思いますが、その辺についてはどういった見解でしょう

か。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 はい、教育長。 

○畑中 

教育長 

ありがとうございます。本町の給食センターで使用しているお米につきま

しては、令和３年９月から、田代産の米ということで、全て田代産を使って

ございます。学校給食会を通して、購入しておりますけれども、条件として

田代産でお願いしますという条件で、給食センターのほうも、それで可能と

いうことでしておりますので、子どもたちはおいしい田代の米を毎回食べて

いるのかなあと思ったりもします。以上です。 

○12 番  

落司議員 

はい。 

○笹原議長 12 番、落司君。 

○12 番  すいません、認識不足で教えていただいてありがとうございます。ていう



- 65 - 

 

落司議員 のであれば、それだけこだわったお米を給食に提供していることが、子ども

や保護者の方だけではなく、町内であったり、町外の方にも知っていただく、

そういった取組を知っていただくことで、また今度は田代のお米の消費とい

うか販路というか、拡大にも多少なりはつながっていくのかなということ

と、あとそうやって有機農産物を必要としていらっしゃる自治体の方に働き

かけることもできるのかなというふうに思いますので、そういったところは

ぜひ、遠慮することなく、発信というものもしていただければなというふう

に思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 はい、教育長。 

○畑中 

教育長 

町内産の発信ということで、学校給食においてはですね、毎回、毎日です

けど給食放送というのがあります。そして町内産の産物等を季節のこともな

んですが、町内産の産物を使ったときには今日の給食には、こういうメニュ

ーで町内産が使われてますよっていうのを子どもたちが、栄養教諭がつくっ

た原稿をもとに校内放送をしております。それが、子どもたちが持って帰る

献立表の中にもそのことは明記してございますので、保護者と子どもたちに

は伝わるのかなと。議員がおっしゃるように、もっとこうＰＲをうまくやっ

たらということですので、そこら辺はまた、工夫をしてみたいと思いますけ

れども、そういう形で子どもと保護者に対しては、案内をしているところで

ございます。 

○12 番  

落司議員 

はい。 

○笹原議長 12 番、落司君。 

○12 番  

落司議員 

もしかしたら、ここの議員の中でも私が知らなかっただけなのかもしれま

せんけれども、やはりですね町内の方にもですね、そういったプラスな情報

といいますか、そういったのは知っていただく機会を設けていただくことが

必要かなというふうに感じますので、そこの情報発信っていうのは、できれ

ばしていただきたいなというふうに考えます。有機農業のですね、推進は、

学校給食との連携は有効的手段と言われておりますので、また、有機農業の

推進はまちづくりにもつながるというふうに言われておりますので、先ほど

来、前向きな答弁はいただきましたので、そういった形での環境に配慮した

農業ができる町としての錦江町をですね、町内外の方々にですね、認識して

いただくような取組を今後も進めていただきたいと思います。 

それでは、次の質問に入らせていただきます。前回、特定事業主行動計画

に関して、現状について質問させていただきました。管理的地位、リーダー
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の地位にある職員に占める女性の割合については、チームリーダーも含め、

積極的な女性の登用を進める。男性職員の育児休業取得については、利用促

進に関する取組などを強化していくとの答弁でした。 

また一方で、特に女性の管理職登用に関しては、数値目標達成をするため

だけに、個人の意思を無視はできない。尊重しなければいけないとの答弁を

いただいたところです。その見解については十分理解しています。ただ、い

つか誰かが受けてくれるだろうでは状況は変わらないですし、本人の意思が

変わるには長い時間を要すること、また、新年度に向けて、新たな体制にな

ること、さらには 23 年度より、男女の賃金格差は公務員も公表されるとな

っているかと思います。今後、役場を就職先として選択するかどうか判断す

る指標の１つにもなってくるかと思われること、以上の観点から、より働き

やすい環境体制があることが重要であると考えましたので、まだ３か月しか

たっておりませんが、あえて質問させていただきました。 

今後、個人の業務の効率的運用や応援相談体制の充実など、職場環境の改

善のためにどのように取り組んでいくのか、伺います。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 落司議員のご質問にお答えいたします。前回の一般質問におきまして、令

和３年度に策定いたしました、特定事業主行動計画の内容等についてご説明

させていただきましたが、計画目標を達成するための具体的な取組につきま

しては、まず、業務の効率的な運用についてですけれども、令和４年度から、

予算の執行等の起票から決裁までの処理を紙ベースから電子決裁にするこ

とにより、意思決定の迅速化やペーパーレスによるコスト削減を図ってきた

ところでございます。 

また、職員の出退管理や休暇取得等につきましても、電子決裁化し、休暇

の取得状況など必要なデータ管理が可能となったところでございます。今後

も引き続き、効率的な業務が行えるよう、また業務改善が進むよう、取り組

みを進めてまいります。それから、応援相談体制のご質問につきましては、

令和元年度から、職員の心の健康保持増進と支援体制の充実を図るため、従

来からの総務課職員による相談体制に加え、外部人材を活用した個別相談や

面談等の実施、それからメンタルヘルスに関する研修会等を開催しておりま

す。これにつきましては、職員メンタルヘルスサポート事業として、シニア

産業カウンセラーを外部相談窓口として設置しまして、電話、メール、面談

等を対応しているところでございます。私どもと接触をすることをやはり、

ちょっと毛嫌いする職員もいるかもしれませんので、できるだけ第３の窓口

として、このシニアカウンセラーを対応窓口として、しているところでござ
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います。 

それから、加えて職場環境の改善につきましては、職員衛生管理規程に基

づきまして、産業医、衛生管理者、職員組合等の委員による衛生委員会をこ

れまでも設置してきておりますが、その中で取り組みを計画を出して実行し

ているところでございます。１例を挙げますと、時間外勤務縮減のために、

毎週水曜日、給料日、ボーナス日については定時退庁を徹底すること。それ

から、それを実施のために、副町長や職員組合の代表が各課を巡回して、職

員への早期な帰庁を促すこと、そういったことをやっております。それと、

職場環境として照明の明るさとか配置等を確認し、改修が必要なところは、

照明等の改修工事等も行ってきているところでございます。 

加えまして、病気休暇等を取得する職員に対しましては、取得前からの面

談の実施、それと職場に復帰する際の復職支援プラン等も作成した上で、一

定期間の勤務軽減を行うなど、円滑な職場復帰を支援しているところでござ

います。 

そのほかにも仕事と子育ての両立支援のための休暇制度のなお一層の周

知や利用促進にも取り組んでまいりたいと考えているところです。以上で

す。 

○12 番  

落司議員 

はい。 

○笹原議長 12 番、落司君。 

○12 番  

落司議員 

いろいろと取り組みをしていただいてるっていうことで、理解はしまし

た。という中にあってもやはりですね、そもそも町内の人口は減っているん

ですけれども、それぞれのニーズに対応しないといけないということで、そ

もそもの業務が増えているような印象も受けます。通常業務が通常業務以上

の通常業務になっているっていうのを感じる中で、やはりそこにオーバーワ

ークにならないような形での、当然のことながらの横のサポートっていうの

はすごく大事になってくると思います。それは多分、形だったり体制をつく

ったからといって、カバーができるものでもないような気もしますが、やは

りそういったところに、今いらっしゃる管理職の方々が、気づいてあげて、

フォローしてあげるっていうことの体制づくりでしたりとか、どうしても大

変と思ったときにやはりその方が、当然、第三者のそういった方々への相談

もさることながら、本来であればその業務の状況が分かっている方に相談で

きるということも、また１つの何ていうんですか、１つのサポート、１番大

事なサポートではないかなというふうに考えますので、そういった人間関係

というか、組織づくりというか、そういったところを努めていただかないこ

とには、やはりどうしてもプラスアルファのことはもう、なかなかできない
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ような状況に今至ってるのかなというふうに勝手ながらに思っております

ので、やはり職員の方々が、十分な仕事ができない状況っていうのは、結局

のところその方だけではなく町民さんにも、やはりその影響というのは及ん

できますので、やはり誰もが楽しく、ここで生活できるっていう環境がある

ことが大事だと思いますので、私がこの状態をどうしろっていう、もっと具

体的な体制づくりっていうのは、まだ提案はできませんけれどもやはり、そ

ういった現状にあるっていうことを皆さん理解はしていただいているとは

思いますが、もう少しですね、何かこう横のつながりであったり、もっとこ

ううまくサポートし合えるような体制をつくっていただきたいなというふ

うな思いでおります。 

もうすいません、ちょっと取り留めのない感じの質問になってしまいまし

たが、これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 （１２番 落司議員 降壇） 

○笹原議長 ここで５分間休憩をいたします。 

 休憩 14：08 

再開 14：14 

○笹原議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。次に、９番小吉君の発言を許します。

９番、小吉君。 

 （9 番 小吉議員 登壇） 

○９番  

小吉議員 

はい、９番。こんにちは。１番眠たい時間帯でございますけれども、よろ

しくお願いいたします。私は通告に従いまして３点ほど質問させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

まずは、燃ゆる感動かごしま国体についてでございます。今年、太陽国体

以来 51 年ぶりに本県において、国民体育大会が開催、そして本町でも 10

月 15 日に自転車ロードレースが開催されることになっております。私自身、

47 年の太陽国体において、青年団の仲間たちと、炬火リレーのランナーと

して走ったことを懐かしく、覚えておるところでございます。そして今、半

世紀ぶりに地元開催ということで、県内各競技団体の関係者も準備等急ピッ

チに行っていると考えておるところでございます。本町でも、自転車ロード

レースが開催されるとのことで、昨年９月４日に本番に向けてプレ大会を兼

ねて、大学選手権インカレが実施され、競技途中に接触事故があり、未来の

ある青年の命が奪われて、大変悲しく残念で、二度とあのような事故を起こ

してはならないと思う１人でもございます。そこで、インカレの事故後、反

省会は大変重苦しい中での会議だったと思いますけれども、反省点を伺いた

いと思います。 

○畑中 はい。 
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教育長 

○笹原議長 教育長。 

 （畑中教育長 登壇） 

○畑中 

教育長 

まずは、昨年のプレ大会としてのインカレで、不慮の事故に遭い、そして、

尊い命をなくされました大学生に対しまして、哀悼の意を込めますととも

に、ご冥福をお祈りしたいと思います。議員ご指摘のとおり、昨年９月４日

に開催されました、全日本大学対抗選手権自転車競技大会、通称インカレと

申しますけれども、コース上の交差点や枝道、交通量等が多い箇所に約 200

名の立哨員が配置されました。路面や観戦者、通行者の管理を行います。ま

た、転倒等の危険性の高い場所には、クッションドラムや防護柵、セーフテ

ィーコーンなどを設置し、安全対策を行っておりました。事故が発生いたし

ました南大隅町の現場は、勾配のある下り坂ではありますが、事前調査の段

階では危険性の高い場所とは予見されておりませんでした。今年開催されま

す、かごしま国体の実施に当たりましては、事故のリスクを最大限回避し、

安全を最優先したコースの設計として、集団走行におけるスピードが出やす

いコースにある電柱等の特記物には、緩衝材や危険の表示案内板を増設する

予定です。また、蓋無し側溝にはカラーコーンを設置するなど、安全対策を

これまで以上に強固にする予定でございます。さらに、コースの変更も含め

て、日本自転車競技連盟や鹿児島県自転車競技連盟、関係市町村との協議を

しながら、対応を進めているところでございます。以上です。 

 （畑中教育長 降壇） 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 ９番、小吉君。 

○９番  

小吉議員 

今、答弁がございましたけれども、私はインカレの大会を見てですね、や

っぱり今教育長がおっしゃったとおり、やっぱりこれはコースを変えんない

かんねというのが１番でございます。もう当然、コースの変更を教育長あた

りいろいろ会議の中でされて、自転車競技連盟が変えられると思いますけれ

ども、ぜひですね、まだ公表はできないかもしれませんけれども、ぜひコー

スの変更を含めてですね、どうしても安全安心な自転車競技のプログラムを

つくっていただきたいと、ただそれだけのことです。あとはコースかれこれ

ですね、いろいろ改善されれば、またいろいろ教育長の答弁にもありました

とおり、緩衝材の設置、道路の清掃かれこれ問題いろいろあろうかと思いま

すけれども、ぜひ、安心安全な絶対に事故を起こさない大会に今度はしまし

ょう。ということでお願いいたします。そこで今後の何と申しますか、今、

安全対策について申し上げましたけれども、問題点なんかありましたらです
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ね、教えていただきたいと思います。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 はい、教育長。 

○畑中 

教育長 

はい、ありがとうございます。議員のご質問にお答えいたします。今後の

問題点といたしまして、ご指摘のとおり、コースの変更になった場合、これ

までと違いますので、また、関係機関との早急な協議が必要になってくるの

かなと思っております。さらに、安全対策を強固なものにするためには、そ

れ相応の費用負担も増加も考えられますので、県の実行委員会とも費用負担

等についても十分な協議を行いながら、大会の成功に向けた準備、そして、

安心安全でよかったなとみんなが終わった後に言えるような大会にしてい

きたいと思っております。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 ９番、小吉君。 

○９番  

小吉議員 

先ほども教育長の答弁の中で、200 名程度立哨を応援をもらったというこ

とでございます。今回はコース等の変更があってですね、恐らくまた、立哨

の関係、もろもろ清掃関係あろうかと思います。ボランティアにしてもです

ね、もうぼちぼち、この前の町報でもボランティア募集がかかってございま

したけれども、もうぼちぼち本腰を入れてですよ、やっていただければあり

がたいと私は思っております。 

それと気になるのは、今、ここで注文じゃないですけれども、先ほどもあ

りましたけれども、緩衝材、特に直角に曲がるところはですよ、もちろん分

かっておられるんだけど、そういうところは緩衝材を入れて、そこに今度は、

砂なんかがもしあったらですね、必ず滑りますんで、そういうところも気を

つけていただいて、やっていただきたいと思います。そして、ロードを走る

場合にやっぱり、もちろんされるんですけれども、支障木とか雑草とか、そ

れから町内の環境美化ですね。ああいうのももちろんされるとは思うんだけ

ど、今１度ですね、もう抜かりのないようにお願いしたいと思います。そし

て道路に即したところでは美化運動もあったりしますんで、全国に錦江町を

ですね、この自転車ロードで売るチャンスでございますので、ぜひそういう

ところも気をつけて、もちろんやっていくと思うんだけど、私からのお願い

でございます。そこら辺のところはどうでしょうか。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 教育長。 
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○畑中 

教育長 

ご指摘ありがとうございました。昨年の大会につきましては不慮の事故と

いうことで、ああいう状態でしたけれども大会自体についてはプレ大会とし

て、十分な準備が我々としてもできることは、確認いたしましたので、それ

に向けて今ご指摘のありましたことについて再確認しながら、万全な準備を

して進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 ９番、小吉君。 

○９番  

小吉議員 

それじゃ質問を変えます。子育て支援住宅の整備についてということで、

お願いいたします。町長の施政方針の中で、子育て世代が住みなれた地域で

安心して子育てできる住宅環境を整備し、子育て世代の町内定住を図るた

め、旧土木事務所跡地に子育て支援住宅の整備を推進すると明言をされまし

た。私も本町の急激な人口減少、少子高齢化を見るときに、未来ある若者世

代に頑張ってほしいと。町としても最大限の対策をとってほしいと願ってお

る１人でもございます。そこで、どういう支援住宅の内容なのか、そこら辺

のところを教えてください。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 はい、新田町長。 

○新田町長 小吉議員のご質問にお答えします。旧土木事務所跡地で、整備を計画して

おります住宅は、民間資金、ノウハウを活用した子育て世帯を対象とした住

宅で、令和５年度当初予算にＰＰＰ／ＰＦＩ事業アドバイザー委託業務の予

算計上をさせていただいたところです。整備する住宅の規模等につきまして

は、令和５年度に業務委託の中で検討して参るところでございます。また整

備手法についても、ＰＦＩ方式、またはリース方式等の民間資金活用をした

手法に加え、これまでの手法である町が設計をし、工事を発注する形態の従

来方式も含めた形で、できるだけコストを低減できるような形で検討してま

いりたいと思います。 

今後のスケジュールにつきましては、令和５年度中に住宅の規模、整備手

法を決定する予定でございます。住宅の完成時期については、整備手法によ

って異なりますが、リース方式でしたときに令和６年度に工事着工、完成の

見込みで、また、ＰＦＩ方式では、令和７年度に着工完成というようなスケ

ジュールになるようでございます。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 ９番、小吉君。 

○９番  町長、そうしたらですよ、今のところその戸数とか、そういう間取りとか、
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小吉議員 そういうのは提示できないわけですか。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 私のほうで検討しているところであればですね、変更もあるという前提で

お聞きいただければ結構ですが、木造一戸建てのですね、12 戸、３ＬＤＫ

を検討しております。ただし、木造住宅となりますので、それなりのコスト

計算も今、させているところでございますので、私どもとしては、木造です

と 20 年で償却できればなあというふうなところを思っておりますが、今現

段階で積算したところでは、収入支出考えますと、25 年償却で、そこから

プラスになっていくかなというような試算は出しているところです。ただ

し、今回業務委託するＰＦＩ協会等にですね、将来の資産価値、そして償却

等も含めた形での業務委託、そしてどれが１番町にとって理想的な手法なの

かというのは、今後の委託によって分析がなされるというふうに思っており

ます。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 ９番、小吉君。 

○９番  

小吉議員 

私はてっきりですね、前、町長が言われた、３階建てぐらいのホームで、

独身家庭があったり、そういう２LDK かれこれ、そういうイメージであっ

たもんだから、今の答弁でですね、何か、あれっと思って、質問に苦慮して

るわけでございますけれども、もしそういう今の計画であればですよ、定住

促進のですね、補助じゃないんだけど、そういう促進に応じた枠組みができ

るのかどうかですね、そこのところはどうでしょうか。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 まず小吉議員がおっしゃったように、土木事務所をまず町に返していただ

くときの、私どもの基本構想として県にご提示したのは、集合住宅であった

ことは事実です。ただし、これだけ少子高齢化が進んできている中で、子ど

もたちの住環境というのは非常にやっぱり大事であろうと。集合住宅より

は、より育てやすい環境の戸建て住宅のほうがいいであろうと、私自身も考

え直したところでございます。なので、現段階では子育て４人世帯を考えて

おります。夫婦お２人と、子どもがいる家庭の方々を対象に入居していただ

いて、近隣の住宅等とそれなりの整合性を図ってまいりますが、錦江町とし

て、先ほど来のいろんなご質問等もありましたが、少子化の中でしっかりと

子育て世代を定住していただくための住居になりうるものだというふうに

思いますんで、家賃にとってもそれなりの軽減等も図りながらですね、進め
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ていきたいというふうに思っております。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 ９番、小吉君。 

○９番  

小吉議員 

私は子育て世代のですね、支援策として住宅整備は必要だと思ってるわけ

でございますけれども、私の質問の流れが悪くなりました。と申しますのは

ですね、老人福祉センターの絡みがあってですね、ここで提案をさしていた

だきたいというようなふうに思っとったもんですから、もう、大体絡みがあ

りますんで、老人福祉センター跡地のですね、解体後の利用計画ということ

で質問させていただきたいと思います。 

この施設は、長年老人福祉に貢献いたしまして、旧大根占町時代から一世

を風靡した施設でございます。時代の流れとともに、今年度、解体計画があ

りそれに伴い、隣のシルバー人材センターも隣に移転し、大きな更地ができ

て、町の１等地となっておるところでございます。今後の利用計画がですね、

楽しみな土地になっておるわけでございます。ですので、今後どのような計

画をされるのか、まずはここを伺いたいと思います。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 小吉議員のご質問にお答えいたします。先般の予算委員会の現地調査でも

ご覧いただきましたけれども、令和５年度に旧老人福祉センターにつきまし

ては、解体するところで考えているところでございます。これにつきまして

は、令和元年６月に完成しました総合交流センターに社会福祉協議会の機能

が移っておりますので、既に用途が廃止されておりますから、町の公共施設

等総合管理計画の中でも個別施設計画において、隣接するシルバー人材セン

ター等の建物も含めて、解体することといたしております。解体後の敷地の

活用につきましては、予算委員会の現地のときにもご説明しましたが、住宅

用地として提供するか、もしくは子育て支援住宅、そういった用途の方向は

ありますねというようなご説明をさせていただきました。ただ、やはり旧保

健センターのほうに新たな複合的な機能が移ってまいりますので、そことの

配慮しつつ、どういう形が土地の利活用として理想なのかは、もうしばらく

検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 ９番、小吉君。 

○９番  

小吉議員 

今、町長のお手元にですね、福祉センターの周辺の地図がやってございま

す。枚数の関係で、３役しかやってございませんけれども。今、福祉センタ
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ーが解体されれば 1,200 ㎡ということで、ほんで隣がですね、これは私の考

えですんで、今後どういうふうに参考にされるかどうか分かりませんけれど

も、Ａ500 ㎡、Ｂ700 ㎡、Ｃ300 ㎡、Ｄ600 ㎡、Ｅ600 ㎡ということで、民

有地を含めますと 3,700 ㎡ございます。3,700 ㎡が、町有地が 1,200 ㎡です

から、そこのこれ以外のＡＢＣＤＥ、５件が合わせますと、大体 2,500 ㎡ば

っかいですけれども、そこがですね、今、空き地になっているところです。

ここのＡの人は、解体予定です。であれば、町長に見せている今図面の言え

ば東側、ここは町長もご存じのとおり、荒れてございます。ここが言えば、

この図面で見ると、大体２反歩ぐらいあるんじゃないかなと想像するわけで

すけれども、私はこの中にですね、今、町長がおっしゃった、そういうここ

でざっと計算しますと、300 ㎡が 100 坪ですから、3,000 ㎡あればできます

よね。10 件ばっかりできますよね。だから、私はそういうのをここに持っ

てきて、これは、私のこれは空論ですから、勝手な思い込みで言ってんです

けども、土木事務所の跡地なんか、今度は消防署がぼちぼちできそうな気配

がしますんで、そこら辺をちょっとあと２反ばっかり足せればですね、あそ

こに消防署が１等地だがなと。私はこれはもう私の個人の考え方ですから、

そう思っておるところでございます。だから私の考え方は、町長が今さっき

一戸建てを言ったもんだから、ちょっとそれにはかなわんなと思ってみてる

ところなんですけれども、やっぱりあそこで集合住宅を建てると、私自身が

あったもんだから。それであれば、あそこに集合住宅を造って言えば２６９

の１番国道の車通りの多いところに子どもたちが、ややもすれば、出たりな

したりしてですよ、危ないなと。それよりはここのほうが、もうちょっと改

善をすれば、ありかなあと思ったもんですから、私の発想を述べたまででご

ざいます。 

町長、ここの麓地区はですよ、小学校に 100ｍ中学校に 200ｍ、もうこん

な超一等地はどこにもないと思います。ここをうまく開発できればすね、い

いような気がしたもんですから、今日は提案をするだけのことでございま

す。私は、この地を思っておったもんですから、今東串良が、定住促進住宅

用地貸付事業というのを平成 30 年でやってるんですよね。１坪当たり月額

90 円です。ということは、100 坪あれば 9,000 円。それを 20 年で償還すれ

ば、そこの土地をあげますよということで、東串良は、池之原という地盤沈

下があったあそこなんですよ。そこで、46 区画つくって、町外の人を中心

に入れてるんです。だから、ざっと計算しますと年間 10 万円ですから、30

坪で。賃借料がですね。１坪 90 円だから。１か月 9,000 円ばっかいになり

ますから。そんな感じでですね、もちろん総務課長もうご存じだと思います

けれども、そういう制度をうまく利用すれば、人口の流出も抑えられるんじ
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ゃないかなと思います。私が１番危惧してるのは、この子育て世代が、子ど

もたちが、中学校を卒業しようかどうかとするときにですよ、鹿屋の辺に行

って子どもたちの通学があったり、お金がかかったりするもんだからという

ような感じであると思うんですよ。だからもう私のこれは空論ですけれど

も、今一歩ですよ、慌てずに、私のこの提案も考えて見ていただけませんか

ということで、するわけですけれども。今、東串良を例に挙げましたけれど

も、町長もご承知のとおり、もう今、東串良もそんな思ったように人間が減

ってないんですよ。だから、ここの 46 区画全部今、埋まってるんですよね。

だから、町外の人が 46 区画に来たということで、人間が減らない。あそこ

は１等地です。国道沿いのミネサキのちょっと裏です。そんな感じですんで、

私は何を町長に言えばいいのかよく分かりませんけれども。そういう感じ

で、住宅をですよ、今度は、町外に出さないということで、もちろん戸建て

をされるんだけどどうでしょうか。そこら辺ところは。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 多くの質問いただきましたので、少し整理をさせていただきたいと思いま

す。まず、小吉議員からご提案のありました、この保健センター周辺地でご

ざいますが、再開発をして子育て支援住宅等で活用もできるんじゃないかと

いうお話ではございますが、現段階では、あくまでも個人有地ですので、私

がここで申し述べる立場にはございません。したがって、私どもはまずは老

人センターは老朽化しているので、解体をします。それが利用方法がですね、

ある程度早めに固まれば、それに即した形で、活用をしていきたいというふ

うに思っているところです。 

それから、私どもの旧土木事務所跡に消防署をということでございます

が、これは、小吉議員もよくご存じのように、次期消防力５ケ年計画の中で

大隅肝属地区消防組合が決定されることでもございますし、当然、私ども構

成市町として、南大隅町さんもいらっしゃるわけでございますので、公式の

場で私が意見を述べさせていただくことは控えさせていただきたいと思い

ます。 

全般的なお話として、やはり子育て支援住宅は必要であろうなというの

は、私の考えと小吉議員のお考えは同じだなというふうに思っております。 

東串良町さんについてはですね、非常に今、人口減少ではなくて、増加傾向

にございます。県内でも、子どもの世帯が増えているというところではござ

いますけれども、私どもとしましても、こういった宅地造成、リース事業と

いうものをやれればいいのですが、今のところは、当面する学校の存続のこ

とも含め、近隣で即入居できやすいような住環境整備をしてあげる必要はあ
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るだろうなというようなのがあります。宅地分譲等をしますと、当然そこに

は時間がかかってまいりますので、そこについては、もう少し長期的な視点

で考えていく必要があろうかなと思ってます。 

それと、宅地分譲等による住宅政策については、いろいろとお考えはあろ

うかと思いますが、私どもも旧田代町時代に、昇陽団地の開発をしておりま

す。考え方は、現在の東串良町さんと一緒で、その当時の金額として坪当た

り 50 円というようなことでございました。それで、入居もしっかりとあり

まして、建物もつくっていただいてますけれども、やはり時代の趨勢として、

子育て世代がその当時は入っていたんだけれども、当然年齢が上がっていく

と。これはもう、世の常でございますんで、今後住環境と子育て世代への対

応として、どういうのが理想なのか、そして、民間の方々のやっぱりお力を

借りる時代であるだろうなというふうなことを考えておりますことからで

すね、当面はご提案いただいたお話は検討はいたしますが、まずは、私ども

旧土木事務所跡に子育て支援住宅を建設し、老人センター跡については、今

の段階では、解体し、そして後々の利活用方法については、今後また検討の

詳細を図っていきたいというふうに思っております。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 ９番小吉君。 

○９番  

小吉議員 

当然、そう簡単にですね、物事が行くわけにはございませんので、そうい

うことでいいと思いますけれども。私は今日、ずっと朝から同僚議員の一般

質問を聞いとってですね、やっぱり子どもたちがいない、人がいない、これ

はもう、そこの田んぼを見ても若手がいないということで、もう私だけでし

ょうか、本当にこれはいかんねえというようなふうに日々思ってるもんです

から、ついこういう発言が出ましたけれども、お互いに何とかいい方向でで

すね、町長ももうそういうふうにお考えですから、特に、保健福祉センター

跡地なんかですね、今後、有効に使えば、本当にここが私の計算ではもう５

反ぐらい。それは確かに、民間の用地がありますから、そこはもうもちろん

どうこうですけれども、もちろんそこが、用地がいって、したときは５反ば

っかい、荒れた屋敷もあったりしますんで、そこのところをうまく組合せて

すればですね、いいような気がしたもんだから、今日の一般質問になったわ

けですけども。お互い、人がこの大根占、錦江町にですね、１人でも多くの

方が、子育て世代がですね、残るような施策をとっていただきたいと思った

りもします。子育て世代は、私の知ってる範囲では、やっぱり鹿屋辺にです

ね、もう当然行くのは当たり前でしょうけれども、今度は施策の中でですね、

これとは話は全然違うんだけど、やっぱり鹿屋に子どもたちが行くんだった
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ら、今、南大隅に通学の補助金を出してるやつもですね、今度はもうこれは

全然話は違いますけどごめんなさい。鹿屋に行く子どもたちに、バスの通学

代を補助したりですよ。とにかく、子育て世代が、町内から離れないように、

施策を打っていただきたいと思うところでもございます。そこら辺はどうで

しょう。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 はい、新田町長。 

○新田町長 これは通告外というふうに思われますが、よろしいですか。議長、どうさ

れますか。 

○笹原議長 通告外です。 

○９番  

小吉議員 

議長、ごめんなさいね。そういうことでございますんで、通告外も言って

しまいましたけれども、とにかく子育てしやすい環境をこの錦江町でつくっ

てもらいたい。やっていきましょうということで、質問を締めたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 （9 番 小吉議員 質問者席から降壇） 

○笹原議長 ここで、５分間休憩いたします。 

 休憩 14：49 

再開 14：54 

○笹原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。次に、２番、久本君の発言を許します。

２番、久本君。 

 （2 番 久本議員 質問者席へ登壇） 

○２番  

久本議員 

では事前告知に基づき、質問させていただきます。事業継承、新規事業に

ついて質問させていただきます。まず最初に、町内事業者の高齢化が進み、

事業や店舗の数が減っていくと予想されますが、今後どのように捉え、対策

や援助を行っていくのかお聞かせください。 

○新田町長 議長。 

 （新田町長 登壇） 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 久本議員のご質問にお答えいたします。人口減少に伴う高齢化や生産年齢

人口の縮小により、現在、町内は恒常的な人手不足に悩まされております。

担い手も同様で、何も手を打たずこのまま推移しますと、廃業が相次ぎ、町

内経済に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。国全体の人口、出生数が

大きく減少する中で、本町の総人口の減少には抗うことはできません。しか

し、小さくても持続可能な希望あふれるまちをつくり、将来につなぐために

は、今を生きる私たち自身の責務であり、使命でもあるかと思います。特に

担い手の確保は、そのための基盤でございますので、重点施策として取り組
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んでまいりたいと考えております。 

まず、働き手の確保対策として、特定地域づくり事業協同組合を設立し、

人手不足に悩む事業者の皆様と一緒に、派遣型の人材確保を目指してまいり

ます。同組合につきましては、来週にも創立総会を実施し、６月には認可を

いただいた上で、事業開始をする予定としております。現在当組合には９事

業者が名を連ねていただいておりますので、この事業者の方々と町内の働き

手、それからＵターンの方々、そういった方々を合わせてですね、マルチワ

ーカーとしての組合、派遣業を提供してまいりたいと思います。 

それから、令和５年度から新規の起業や事業成長などを支援する雇用支援

組織を設立するための準備に着手し、町内経済の担い手確保を進めてまいり

ます。さきの予算委員会でもご説明しましたように、ローカルベンチャース

クールなるものを広域での推進をしてまいりたいと思います。以上でござい

ます。 

 （新田町長 降壇） 

○２番  

久本議員 

はい。 

○笹原議長 ２番、久本君。 

○２番  

久本議員 

はい、ありがとうございます。やはりですね、なかなかマッチングという

ところがとても難しい問題だと思いまして、今いらっしゃる町内の事業者さ

んですね、こちらもやはり高齢になられてる方、事業者が多いので、ここ数

年の時代の変化や新しいものの特にＤＸ化というのも難しい部分が多々あ

ると思います。ですので、実際いろんな業種を試していきながら自分に合っ

ていくというのをですね、町内にいらっしゃる方々、もしくは、Ｕターンの

方々というので取り組んでいければなと思いますので、引き続きよろしくお

願いいたします。 

次にですね、２番に入ります。先ほど町長のほうからおっしゃいましたけ

ど、また今後取り組んでいく部分になります、雇用支援組織整備事業として

委託料にですね、年 5,000 万でしたかね、組んであると。これを３年度で続

けていくということで、非常に大きな予算をとっていますが、実際これが委

託業者と行政はどのような形で連携していくのかというのと、また、地域お

こし協力隊を活用した支援プログラムを構築し、人材確保を目指すとありま

すが、実際どのような取組や展開を行っていくのか、お聞かせください。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 はい、久本議員のご質問にお答えいたします。令和５年度の当初予算に計

上させていただきました、雇用支援組織整備事業につきましては、県外の５
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自治体と共同で行う地域再生計画に基づき、地方創生推進交付金を活用して

事業を行っていくものでございます。 

事業は、地方での起業家育成、起こす業のほうですね、起業家育成につい

て実績のある組織に委託して実施する予定としており、内容は、地域内事業

者への取材、それらの情報発信、それから地域内事業者の事業成長のための

講演会の実施や役場職員向けの研修の実施。それと、地域内でともに事業を

つくる関係人口の募集や起業型の地域おこし協力隊や、地域活性化起業人の

募集などに取り組む予定としております。 

ご質問にございました、地域おこし協力隊を活用した人材確保につきまし

ては、ローカルベンチャースクールと称しまして、全国から錦江町を拠点と

して、新規事業を立ち上げる方を募集します。選考は、合宿形式での一次選

考で専門家によるアドバイスを経て、事業計画を発表していただき、明確で

強い思いや、錦江町で事業を立ち上げる意味などを見ながら、その事業計画

が本物であるかどうなのかという確認をさせていただきます。一次選考を通

過した応募者につきましては、最終選考会までに専門家のサポートを受けな

がら、さらに事業計画をブラッシュアップし、最終選考会に臨んでいただき、

多角的な検討を行った上で、採択者を決定する予定です。採択された方が、

地域おこし協力隊の要件を満たす方である場合は、最大３年間この制度を活

用できます。このような選考を経て、持続的に成長を続けられる事業を採択

することで、町内への新たな事業の創出や町内事業者との連携により、経済

活性化を期待するものでございます。以上です。 

○２番  

久本議員 

はい。 

○笹原議長 ２番、久本君。 

○２番  

久本議員 

関係人口、交流人口と含めまして、あと地域おこし協力隊の在り方、取組

方、関わり方というのは、過去、自分も幾つか一般質問させていただきます

ので、その辺りに注意しながら、取り組んでいただければと思います。 

今、町長の答弁からありました、地域おこし協力隊の要件を満たす方は地

域おこし協力隊として事業、新規事業に取り組むとありましたけども、そこ

の場合で、要件満たさない方というのは、どのような扱いになるかお聞かせ

ください。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 地域おこし協力隊の要件を満たす方々は、それなりに私どもの財源もまた

プラスで確保できつつ、その方への安定的な給料も支給ができるということ

から、それが一番理想かなとは思ってます。ただし、先ほど言いましたよう
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に山間部でありましたりとか、同じ過疎地域でありましたりとか、町内の方

で、こういった雇用支援組織に興味を持たれる方もいらっしゃると思いま

す。逆にそういう方々が増えていただきたいと思いますので、先ほどありま

したように研修会だったりとか、スタートアップの事業構想の作り方だった

りとか、そこはローカルベンチャースクールを私どもが委託する事業者のほ

うから、それを町内事業者向け、要件を満たさない人にはサポートはしてい

ただきます。ただし、先ほど申し上げるように、地域おこし協力隊の制度を

使えば、３年間は給料の保障ができるもんですから、できるならばそちらの

ほうがお互いにウィンなのかなあとは思います。なので、町内事業者向けに

は先ほど言うようなスタートアップの支援はしていきます。情報研修もして

いきます。ただし、例えば先ほど言った、過疎地から来られる方については、

ちょっと地域おこし協力隊の制度を活用できないので、仕掛けをちょっと考

えないといけないのかなというところで申し上げた次第です。以上です。 

○２番  

久本議員 

はい。 

○笹原議長 ２番、久本君。 

○２番  

久本議員 

やっぱりですねその、一度、ご自分の地域にＵターンじゃないですけど戻

られて、その方が実際その都会ないし民間事業に勤めているとこで、だいぶ

特殊な技術やとても珍しい技術を持ってる方も中にはいらっしゃると思い

ますので、できればそういう方がうまく受皿になるような取組というのをで

すね、考えていただければと思います。 

ちょっとそこにつながって、次の３番に進めさせていただきます。実際こ

の雇用支援組織整備事業は、主に移住者、Ｊ・Ｉターン者を対象に想定され

てると思います。今の地域おこし協力隊を軸にするということですね。実際

それが、先ほどの過疎地じゃないですけど町在住の事業者ないし新規で、今、

別の仕事をされてるけど、ちょっと仕事を変えてやってみようというような

方に向けてどのような取組をしていくのか、お聞かせください。 

○新田町長 議長。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 先ほど申し上げましたけれども、このローカルベンチャースクールにつき

ましては、現在の居住地を制限するものではございませんので、どなたでも

応募はできるわけですね。ただし、先ほど言いましたように、地域おこし協

力隊という制度を活用した支援を受けることが可能になるのは、その要件を

満たす方々ですので、その協力隊制度を活用できない方々には、事業計画や

企画の成熟度に合わせて、既存のこれ以外の助成金やサポート内容を個別に

こちらのほうからご提案するというようなことになります。 



- 81 - 

 

また、町内事業者向けには、いろんな講演会でしたり事例研究会などを通

じて、やはり先ほど答弁もさせていただきましたように、今、日本は世界で

最もスタートアップの少ない国です。国がそこをできるだけ底上げをしよう

という中でございますんで、それを田舎から、田舎であってもそういうスタ

ートアップができないはずはないので、ローカルベンチャースクールの中

で、実現していきたいというふうに考えております。以上です。 

○２番  

久本議員 

はい。 

○笹原議長 ２番、久本君。 

○２番  

久本議員 

やはりですね、制度を利用するととてもスムーズでというのは分かるんで

すけども、そこに当てはまらない方というのもどうしてもいらっしゃると思

います。それでですね、例えばなんですけども今、答弁にありましたように

スタートアップがなかなかないと。あと、いろいろ言われてることが若い

方々が自己肯定感が世界で見ても余り高いほうではないということで、実際

その、人に雇用されるよりもまず自分で事業をされるっていう方が、とても

出にくいという形だと思います。そこでですね、あくまで例なんですけども、

例えば、給与ないし、助成が出せない場合だと空き家とか空き店舗をある程

度修繕して、そこで１か月２か月ぐらいお試しトライアルじゃないですけ

ど、そこを町が家賃を補助する形で、その間で町内外構わず、そこで事業な

り商売、もしくは、何かサービス業を行うというような取組はできないか、

もしくは、そういうことを検討できないか、お聞かせください。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 まず、この雇用支援組織とは別の話になろうかとは思います。現在、制度

がですね、今あるかどうか分かりませんが、昨年まではあったんですけども、

鹿児島県もですね、スタートアップ支援事業というのをやっております。こ

れは県のほうが窓口になって、補助金が少し出るんですけれども、そういっ

たものとかですね、それから、今、複合施設として、例えばトライアルとし

て実施するならば、私どもが一部関与した、よろっでさんあたりで、何かチ

ャレンジショップでもやってみるとかですね。ショップというのはちょっと

表現が貧相かもしれませんけれども、うちの協力隊と連携して何か事業化を

してみるとか、いうのはあるのかなあと思います。したがって、その私ども

も、今回のこの雇用支援組織立ち上げについては、北海道の厚真町あたりと

も連携もしておりますし、それから西粟倉での実績等も加味しておりますの

で、その中で町内の方々、もしくは先ほどあった協力隊の制度に当てはまら

ない方々が、どういうふうに活動できる方法があるのかというのは、今後具
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体的に委託事業者と一緒に詰めてまいりたいと思います。以上です。 

○２番  

久本議員 

はい。 

○笹原議長 ２番、久本君。 

○２番  

久本議員 

今答弁ありましたように、ゲストハウスさんで、例えば１日店長で料理の

提供されているというのもあるので、簡易型のやつは、できると思いますけ

ども、やはり何だろう、感触を得たりとか、自分で実績を得るというのは実

際自分でやってみる、失敗してもそれが次に活かせるというような経験にも

つながると思いますので、実際今回２つ新しい事業の取組となってますの

で、よりそこに当てはまらない、ちょっと受皿のない方々をより受皿ができ

るような取組をしていただければと思います。 

では次の質問に行かせていただきます。施設管理について質問させていた

だきます。現在利用率が低い廃校や体育館等の運営管理はどのような体制に

なっているか。また、それらの利用向上のためにどのような取組を行ってい

るか、お聞かせください。 

○畑中 

教育長 

はい。 

 （畑中教育長 登壇） 

○笹原議長 はい、教育長。 

○畑中 

教育長 

それでは、久本議員の質問にお答えいたしたいと思います。廃校した校舎

や体育館跡地につきましては、地域住民の人づくり、地域づくりの拠点とな

る学習の場を提供することを目的といたしまして、平成 20 年６月から錦江

町学習センターとしており、現在は、池田学習センターと大原学習センター

があります。校舎につきましてですが、両学習センターとも教育委員会で運

営管理はしております。議員ご指摘のとおり、利用率の低い廃校であること。

先ほどの久保議員のご質問にもお答えいたしましたけども、昭和 56 年６月

より前の建物であり、建物耐震調査及び設備点検については実施はしており

ません。 

また、池田学習センターは、防火管理対象外ということで、消防署のほう

に報告をしております。体育館や屋外運動場も同様で、教育委員会で運営管

理はしております。池田地区体育館は昭和 63 年２月に竣工してますので、

昭和 61 年６月１日以降の建物ということで、耐震診断は不要であります。

大原地区の体育館につきましては昭和 56 年３月竣工ですので、建物の耐震

調査及び整備点検を実施しておりません。防火管理対象外の建物ということ

で消防署のほうには報告してございます。廃校の建物以外の運動場の管理に

つきましては、各地区公民館に草払い作業等を委託しています。その中で、
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危険箇所等の報告がありましたら、それを受けて対処しております。 

廃校の利活用状況ということでございましたけれども、大原学習センター

においては、議員もご指摘のとおり、昨年 10 月に町の青年団によります大

原校復活祭のイベントが実施されました。大盛況で約 300 名の方に来校して

いただきました。また 12 月には大原地区公民館の主催ということで、クリ

スマスイベントも開催いたしました。教育委員会といたしましても、このよ

うな、地域住民の人づくり地域づくりの拠点となることとして、各地区公民

館の方々を中心に利用していただけるよう、引き続き管理に努めてまいりた

いと思っております。以上です。 

○２番  

久本議員 

はい。 

○笹原議長 ２番、久本君。 

○２番  

久本議員 

今、答弁がありましたようにですね、大原中はですね、昨年 10 月にイベ

ントがありまして、たくさんの利用者の方がおりまして、そのあと自分もま

たしばらく見さしていただいたんですけど、やはり、とても整備がされてお

り、そのままクリスマスのほうに、利用につながったと感じております。そ

こで感じたことがですね、やっぱり建物というのは、人の手入れがないと、

だんだん朽ちていくと。いざ借りようと思って、借りに見に行ったときに、

整備がされてないと、なかなかそれを利用するという気にならないと。入り

口まで行くときには、どうしても使いたくて行ったはずなんですけど、そこ

で機会の損失にもなるということで。そこをなぜそのような形に感じたかと

いうとですね、ちょっと自分が個人的に武道館を利用したいと思いまして、

まず思いついたのが、お隣南大隅町の武道館ですね。これはどうしてもしょ

うがないです。役場の横にありますので。実際ホームページを調べると、施

設のところにも、武道館の情報があって、連絡して聞こうかと思った前に、

ひょっとしたらうちにもあるかもしれないなと思って、検索をかけたんです

ね。そしたら、2008 年の町報のＰＤＦデータがひっかかりまして、そこで

武道館の名前が出てると。ここ、何が言いたいかというと、ＰＤＦデータが

引っかかるということは、ホームページに情報がないんですね。ですのでも

ちろん、町の施設が把握できてなかった自分も勉強不足ではあるんですけど

も、多分、町内の方に、錦江町に武道館があるというのをご存じの方が何割

いるかという、そういう話なってくるんですね。そうなってくると、やはり

先ほどお話ししました機会の損失と。実際その武道、格闘技、そのほかのス

ポーツを使うときに、本来ちょっとでも興味があった方が、それを知らない

ことによって損失になってしまうと。自分も実際あるというのが分かりまし

たので、教育委員会の方にお願いして中を見に行ったんですけど、やはり長
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いこと使われてないので、すぐは使えないと。もしここがきちんと整備され

てあれば多分、自分は何度か、ここをお借りしてたかもしれないです。それ

はやっぱりその整備不足、管理不足につながっているのかなと思います。そ

こが、先ほどありましたが利活用の広告宣伝がきちんとできてあれば、利用

者が増えていき、そうするとおのずと施設自体も、きちんと維持管理ができ

ていれば、老朽化もゆっくり遅くなるということなので。その辺りをですね、

ちょっと小言みたいになってますけども、今後、徹底していただければと思

います。そして状態がよくなりましたら、是非自分も使いますし、使った後

は町民の方々にこういう場所がありますということで告知宣伝していきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

次の質問に行かせていただきます。本庁、支所の建物や周辺の維持管理は

どういう体制になっているか、お聞かせください。 

○新田町長 はい。 

○笹原議長 新田町長。 

○新田町長 久本議員のご質問にお答えいたします。町が所有する公共施設は、庁舎、

消防施設、学校、文化施設、建物系公共施設と道路、橋梁などの土木系公共

施設、それから水道施設などの企業会計施設の３つに分類され、そのうち建

物経営の公共施設は 444 棟、延べ床面積９万 7,084 ㎡となっているところで

ございます。議員がご質問をされてらっしゃる本庁、支所の建物についてと

いうことでございますけれども、町の公共施設等総合管理計画と個別計画

で、維持管理をどのようにしていくかっていうことを今定めておりまして、

建物の施設の保有面積を５％削減すると。それから、長寿命化によるライフ

サイクルコストの低減を図って、維持管理コストも含めた必要経費を 15％

削減することが目標値とされております。公共施設の改修等につきまして

は、本庁舎を例に立てますと、昭和 57 年に建築されて、昭和 56 年６月に改

正された新耐震基準をクリアしているものの、建築後 40 年が経過している

ことから、令和３年度に浄化槽のエアー配管の全部改修でございましたり、

令和４年度には、エレベーターの更新等を行ってきたところでございます。 

今後につきましても当該計画に基づきまして、目標使用年数を 80 年と設

定をし、40 年目に長寿命化改修等を行うとともに、80 年目に改築というよ

うなことに加え、20 年目と 60 年目に中規模改修を行う計画ではございます

が、建物系公共施設を長寿命化改修した場合の更新費用が、40 年間でこれ

は計画資産ですけれども、308 億円と試算されておりますことから、今後も

財政負担を軽減するためにですね、使用しないもの、それから目的を達成し

たものについては、整理縮小をしていくことが大事なことかと思っておりま

す。ただし、先ほど言いますように庁舎のように、更新、長寿命化が必須の
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ものがございますので、そういったものについては、財源としまして、町有

施設整備基金等をしっかりと基金で積み上げながら、対応してまいりたいと

いうふうに考えております。以上です。 

○２番  

久本議員 

はい。 

○笹原議長 ２番、久本君。 

○２番  

久本議員 

はい。ありがとうございます。先ほどの質問にありましたけども、どうし

ても目が届かないとこ、管理ができないとこ、あとできるだけコンパクトに

するものっていうのはどうしても出てきますので、できればですね、日々そ

の辺りを常に監視というのは難しいかもしれないですけども、業務の中に組

み込んだり、もしくは簡単に意識づけるような形にしていただければと思い

ます。実際この話を上げてたというのがですね、多分、対応されているので、

気づかれたと思うんですが、点字ブロックの件です。これが、去年の令和３

年の第４回の 11 月議会で、１年以上放置されてたということで質問をして、

前町長がすぐ対応していただいたと。そのときの答弁で、その後の管理体制

もしっかりやっていきますという答弁だったんですね。実際、今年入ってか

らですね、また、駐車場入り口が剥がれてまして、自分がこの質問通告を持

って行くときまでは剥がれてたので、ということは、結局、一度いい取組を

されてきちんと業務として改善されていることが、実際引継ぎがされてない

っていうのが現状としてありましたということで。なので、実際この点字ブ

ロックの質問したときにも、何のために、誰のために設置されたかっていう

のがとても大事で、もし、困ってる人の立場に立ってやれば、結構すぐ目に

付くはずだと思うんですね。それが、なかなか業務が多かったりして、人的

な問題もあるんでしょうが、一度、改善する業務として組み込まれたのであ

れば、きちんと引き継がれて、取り組める体制をとってほしいということで

す。今先ほど町長がおっしゃったように建物全体のところも必要ですけど

も、これが何のために機能するのか、誰のためになるかというのをできれば、

考えて対応していただければと思います。ですので今回、４月に入りまして、

人事異動があります。そこで業務の引継ぎが行われると思いますけども、そ

こで、業務や案件の取りこぼしがないように、この件と同じでですね、引き

続き取り組んでいただければと思います。自分の質問は以上です。 

 （2 番 久本議員 質問者席から降壇） 

○笹原議長 これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。次の本会議は３月 17 日の予定でありますので、

申し添えておきます。 

 散会 15：23 
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